
京
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と
　
都
　
城

寺

内

浩

　
【
要
約
】
九
・
一
〇
世
紀
に
な
る
と
管
長
制
が
衰
退
し
、
そ
れ
ま
で
蓄
積
さ
れ
て
い
た
正
税
が
費
消
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
従
来
の
研
究
で
は
、
国
家

財
政
に
お
い
て
正
税
以
下
の
重
貨
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
調
庸
の
補
完
物
と
し
て
の
消
極
的
な
意
義
し
か
見
い
だ
さ
れ
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
今
後
は
、
九
・
一
〇
世
紀
を
律
令
財
政
の
変
容
過
程
、
あ
る
い
は
中
世
的
な
国
家
財
政
の
形
成
に
至
る
過
程
と
す
る
視
点
か
ら
、
正
税
以

下
の
重
貨
が
国
家
財
政
に
お
い
て
比
重
を
増
し
た
点
を
正
し
く
評
価
し
、
そ
こ
に
当
時
の
国
家
財
政
の
特
質
を
見
い
だ
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
本
稿

は
、
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
都
城
の
発
展
と
の
関
わ
り
で
京
進
米
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

駈
鳩
蒸
熱
静
鍾
乳
矯
讐
繰
継
器
蟄
響
魏
燧
齢
勝
鶏
贈
ボ
饒
翻
藻
抜
麗
蕊
冨
糊
麹
観
　

が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
九
世
紀
に
な
る
と
都
城
住
民
が
農
業
生
産
か
ら
離
れ
て
消
費
者
人
口
が
拡
大
し
た
た
め
、
米
に
対
す
る
需
要
が
高
ま
る
と
と
も
に
、

米
が
交
換
手
段
と
し
て
有
利
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
宵
代
都
城
か
ら
中
世
都
市
へ
の
移
行
を
背
景
と
し
て
京
進
米
が
増
加
す
る
の
だ
が
、

国
家
財
政
に
お
い
て
正
税
以
下
の
重
貨
の
占
め
る
比
重
が
大
き
く
な
る
意
味
も
ま
た
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隻
林
七
二
巻
穴
号
　
一
九
八
九
年
一
一
月
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は
　
じ
　
め
　
に

　
律
令
財
政
史
研
究
は
古
代
史
の
中
で
も
最
も
研
究
の
進
ん
だ
分
野
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
数
多
く
の
業
績
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
七
〇
年
代
以
降
、
財
政
機
構
論
、
経
費
論
な
ど
の
立
場
か
ら
の
研
究
が
進
み
、
律
令
財
政
史
研

究
が
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
段
階
に
到
達
し
た
こ
と
は
誰
し
も
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
研
究
の
多
く
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は
七
、
八
世
紀
、
す
な
わ
ち
律
令
財
政
の
成
立
・
展
開
期
を
中
心
と
し
て
お
り
、
八
世
紀
末
以
降
の
い
わ
ゆ
る
律
令
財
政
解
体
期
に
つ
い
て
は

研
究
の
大
き
な
進
展
は
み
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
個
洌
的
研
究
は
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

八
世
紀
末
以
降
の
国
家
財
政
に
対
す
る
全
般
的
考
察
と
し
て
は
、
六
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
薗
田
香
融
氏
、
村
井
康
彦
氏
、
早
川
庄
八
民
の
研

②究
が
現
在
で
も
基
本
的
に
は
受
け
継
が
れ
て
通
説
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
お
り
、
そ
う
し
た
説
の
克
服
が
こ
れ
か
ら
の
律
令
財
政
史
研
究
に

と
っ
て
は
重
要
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
薗
田
、
村
井
、
早
川
の
三
期
の
研
究
に
代
表
さ
れ
る
通
説
で
は
、
「
調
庸
よ
り
交
易
へ
」
、
「
調
庸
よ
り
正
税
へ
」
の
シ
ェ
ー
マ
に
示

さ
れ
る
よ
う
に
、
八
世
紀
末
以
降
調
庸
調
な
ど
律
令
制
本
来
の
収
取
制
度
が
衰
退
す
る
に
と
も
な
い
、
交
易
制
が
拡
大
し
、
さ
ら
に
は
画
料
租

春
米
、
年
料
別
納
老
心
な
ど
、
従
来
は
蓄
積
さ
れ
て
い
た
門
訴
ま
で
が
費
消
さ
れ
、
次
第
に
地
方
の
財
源
が
失
わ
れ
て
い
く
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
見
解
は
、
八
世
紀
末
以
降
の
国
家
財
政
に
対
す
る
事
実
認
識
と
し
て
は
全
く
正
当
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
何
ら
異
論
は
な
い
の
だ

が
、
あ
え
て
問
題
点
を
指
摘
す
る
と
す
れ
ぼ
、
そ
れ
は
八
世
紀
末
以
降
の
国
家
財
政
を
律
令
財
政
の
解
体
過
程
と
と
ら
え
る
視
角
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
通
説
で
は
、
軽
貨
を
中
心
と
す
る
調
置
畳
が
律
令
財
政
の
中
核
と
さ
れ
、
八
世
紀
末
以
降
に
お
け
る
調
庸
制
の
衰
退
が
強
調
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
正
税
は
あ
く
ま
で
電
蓄
の
代
替
物
で
あ
り
、
国
家
財
政
の
中
で
正
税
以
下
の
重
貨
の
果
た
す
役
割
が
大
き
く
な
っ
て
も
、

そ
こ
に
は
冷
込
の
補
完
物
と
し
て
の
消
極
的
な
意
義
し
か
見
い
だ
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
八
世
紀
末
以
降
の
国
家
財
政
に
対
す
る
こ
う
し
た
視

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

角
は
、
そ
の
時
期
を
律
令
体
制
の
解
体
期
と
と
ら
え
る
考
え
方
と
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
近
で
は
九
世
紀
を
律
令
体
制
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

解
体
期
で
は
な
く
む
し
ろ
定
着
期
と
み
な
す
考
え
方
や
、
一
〇
世
紀
を
古
代
か
ら
中
世
へ
の
過
渡
期
の
国
家
と
し
て
独
自
の
体
制
を
も
つ
王
朝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

国
家
の
段
階
と
す
る
考
え
方
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
八
世
紀
末
以
降
の
国
家
財
政
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
視
角
に
は
再
検
討

を
行
う
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
今
後
は
八
世
紀
末
以
降
の
国
家
財
政
を
単
に
律
令
財
政
の
解
体
過
程
と
み
な
す
の
で
は

な
く
、
そ
の
時
期
な
り
の
独
自
の
意
味
を
も
つ
律
令
財
政
の
変
容
過
程
、
あ
る
い
は
中
世
的
な
国
家
財
政
の
形
成
に
至
る
過
程
と
し
て
と
ら
え

る
視
点
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
正
税
以
下
の
重
貨
の
国
家
財
政
に
お
け
る
比
重
の
増
加
に
つ
い
て
は
、
こ
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れ
ま
で
は
調
庸
に
か
わ
っ
て
地
方
の
正
倉
に
蓄
積
さ
れ
た
正
税
が
費
消
さ
れ
た
点
の
み
が
強
調
さ
れ
、
そ
こ
に
は
消
極
的
な
意
義
し
か
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
後
は
従
来
と
は
異
な
っ
た
新
し
い
角
度
か
ら
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
動
き
に
対
し
て
は
む
し
ろ

逆
に
積
極
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
基
づ
き
、
第
一
章
で
は
中
央
貢
進
物
と
し
て
京
進
さ
れ
た
米
の
増
加
に
つ
い
て
、
第
二
章
で
は
都
城
住
民
の
生
活
基

盤
●
生
活
形
態
の
変
化
と
の
関
わ
り
で
・
そ
の
番
及
び
音
義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
≦
と
に
し
た
晦
・
馨
財
政
に
お
い
て
は
中
央

貢
進
物
の
大
部
分
は
繊
維
品
を
中
心
と
す
る
軽
貨
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
重
点
た
る
正
税
は
食
料
用
を
除
け
ば
京
進
さ
れ
ず
に
地
方
の
正
倉
に

蓄
積
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
。
一
方
、
中
世
の
荘
園
経
済
体
制
の
下
で
は
、
年
貢
の
中
心
は
米
で
あ
り
、
毎
年
大
量
の
米
が
運
営
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
八
世
紀
末
以
降
の
京
進
塁
の
あ
り
方
の
変
遷
と
そ
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
時
期
の
国
家
財
政
が
も
つ
独
自
の
意
味
や
、
次
の
時
代
の
国
家
財
政
と
の
関
連
性
を
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
的
な
国
家
財
政
の
成
立
は
も
っ
と
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
う
し
た
視
角
か
ら
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
八
世
紀
末
以
降
の
国
家
財
政
を
律
令
財
政
の
解
体
過
程
と
す
る
通
説
と
は
若
干
異
な
っ
た
認
識
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。

京進米と都城（寺内）

①
　
石
上
英
一
「
律
令
財
政
史
研
究
の
課
題
」
（
『
日
本
歴
史
』
三
三
四
、
一
九
七
六

　
年
）
、
同
「
大
蔵
省
成
立
史
考
」
（
『
日
本
古
代
の
社
会
と
経
済
』
上
巻
、
吉
川
弘

　
文
館
、
…
九
七
八
年
）
、
梅
村
喬
「
罠
部
省
勘
会
制
の
成
立
」
（
『
日
本
古
代
の
社

　
会
と
経
済
恥
上
巻
、
前
掲
書
）
、
栄
原
永
遠
男
「
律
令
国
家
の
経
済
構
造
」
（
『
講

　
座
日
本
歴
史
』
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
年
）
、
俣
野
好
治
「
律
令
中

　
央
財
政
機
構
の
特
質
に
つ
い
て
」
（
『
史
林
』
六
三
一
六
、
一
九
八
○
年
）
、
同
「
律

　
令
中
央
財
政
の
歴
史
的
特
質
」
（
『
日
本
史
研
究
』
二
二
三
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
。

②
　
薗
園
香
融
「
出
挙
」
（
同
『
日
本
古
代
財
政
史
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
八
一

　
年
・
）
、
村
井
康
彦
一
『
古
代
国
家
解
体
過
程
の
研
究
』
第
一
部
（
山
石
波
書
店
、
　
一
九

　
六
五
年
）
、
皐
川
庄
八
「
律
令
財
政
の
構
造
と
そ
の
変
質
」
（
『
日
本
経
済
史
体
系
隔

　
一
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
）
。
な
お
、
以
下
に
お
い
て
早
川
氏
の
説

　
に
論
及
す
る
場
合
は
、
特
に
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
、
こ
の
論
文
に
よ
る
も
の
と

　
す
る
。

③
　
な
お
、
村
井
康
彦
氏
は
、
前
掲
書
一
五
五
頁
に
お
い
て
、
不
動
平
貝
を
め
ぐ
っ

　
て
、
「
本
来
の
国
家
財
政
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
他
面
こ

　
の
措
置
に
は
、
三
二
ほ
重
貨
物
中
心
財
政
へ
の
移
行
と
い
う
、
そ
れ
を
可
能
な
ら

　
し
む
る
財
政
構
造
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
か
ら
、
不
動
開
用
を
も

　
っ
て
、
た
だ
ち
に
国
家
財
政
（
国
衙
財
政
）
の
崩
壊
と
み
る
の
は
正
し
く
な
い
。
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そ
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
む
し
ろ
中
世
的
財
政
構
造
や
収
取
1
1
負
担
体
系
へ
の

　
発
展
の
相
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の

　
指
摘
は
本
稿
の
問
題
仁
心
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
潜
こ
う
し
た
観
点
か

　
ら
の
研
究
は
あ
ま
り
進
展
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

④
　
吉
田
孝
『
律
令
圏
家
と
古
代
の
社
会
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
。
ま
た
、

　
『
講
座
日
本
歴
史
』
二
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
入
四
年
）
の
は
し
が
き
で
も

　
「
従
来
律
令
国
家
の
解
体
過
程
と
い
わ
れ
て
い
た
も
の
が
、
じ
つ
は
律
令
制
を
臼

　
本
社
会
に
適
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
、
律
令
制
の
日
本
的
受
容
の
過
程
で
は
な
い
か

　
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

⑤
　
坂
本
賞
三
『
日
本
王
朝
国
家
体
制
論
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）
。

⑥
律
令
網
下
に
お
い
て
は
、
直
進
さ
れ
る
米
は
公
的
私
的
爾
面
に
わ
た
っ
て
存
在

　
す
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
盲
進
米
あ
る
い
は
京
華
さ
れ
た
米
な
ど
と
い
う
場
合
に

　
は
租
税
薩
中
央
貢
進
物
と
し
て
京
進
さ
れ
た
米
を
指
す
も
の
と
す
る
。

　
　
な
お
、
租
春
米
・
別
納
租
穀
制
に
よ
る
正
税
の
費
消
、
元
慶
の
官
田
の
設
雌
な

　
ど
は
、
必
然
的
に
京
進
米
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
か
の
よ
う
な
即
象
を
与
え
る
が
、

　
後
述
す
る
よ
う
に
、
租
春
曇
、
元
慶
の
官
田
は
庸
米
、
年
料
鮎
並
の
不
足
を
補
う

　
も
の
で
あ
り
、
別
納
租
穀
も
そ
の
多
く
が
西
之
に
交
易
し
て
京
進
さ
れ
て
い
た
と

　
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
政
策
に
よ
る
京
進
米
の
増
加
は
決
し
て
自
明
の
こ
と
で
あ
る

　
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑦
　
鬼
頭
清
明
氏
は
、
初
期
平
安
京
に
お
い
て
調
庸
の
実
物
貢
納
経
済
か
ら
米
を
中

　
心
と
す
る
貢
納
制
へ
の
変
化
が
み
ら
れ
、
平
安
京
に
お
け
る
流
通
経
済
の
発
展
が

　
そ
の
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
（
問
「
初
期
平
安
京
に
つ
い
て

　
の
一
試
論
」
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
二
、
一
九
八
三
年
、
同
「
平

　
安
初
期
の
銭
貨
に
つ
い
て
」
『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
』
下
巻
、
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
八
四
年
）
。
ま
た
、
坂
本
心
血
茂
は
、
前
期
王
朝
国
家
の
中
央
経
済
で
米
が

　
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
同
「
前
期
王
朝
國
家
期
の
米
京
進

　
と
内
海
沿
岸
請
国
」
『
内
海
地
域
社
会
の
史
的
研
究
』
、
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
七
八

　
年
）
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
重
要
か
つ
支
持
す
べ
き
見
解
で
あ
り
、
本
稿
も
同
様

　
な
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

⑧
永
原
慶
二
「
荘
園
領
主
経
済
の
構
造
」
（
『
崖
下
経
済
史
体
系
』
二
、
東
京
大
学

　
出
版
会
、
一
九
六
五
年
）
。
も
ち
ろ
ん
、
年
貢
の
中
心
が
米
で
あ
る
の
は
西
圏
に

　
つ
い
て
で
あ
り
、
東
国
で
は
絹
綿
等
が
年
貢
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
（
網
野
善

　
彦
「
中
世
の
負
担
体
系
」
『
中
世
・
近
世
の
隅
家
と
社
会
』
、
東
京
大
学
出
版
会
、

　
一
九
八
六
年
）
、
八
世
紀
段
階
と
比
較
す
れ
ば
京
進
米
の
量
が
大
雪
に
増
加
し
た

　
こ
と
は
否
定
し
難
い
華
実
で
あ
ろ
う
。
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第
一
章
京
進
米
の
増
加

一

ま
ず
最
初
に
、
律
令
制
下
に
お
い
て
中
央
政
府
の
も
と
に
送
ら
れ
た
米
に
は
い
か
な
る
も
の
が
あ
っ
た
か
を
、
そ
の
用
途
を
中
心
に
み
て
み

よ
う
。



京口米と都城（寿内）

　
－
　
年
料
春
米

　
田
令
田
租
条
の
規
定
に
よ
る
と
、
田
穏
の
一
部
が
米
に
春
か
れ
書
翰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
天
平
期
の
正
税
帳
に
よ
る
と
、

実
際
は
年
料
春
米
に
は
出
挙
利
器
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
延
喜
民
部
式
に
よ
る
と
年
料
黒
米
運
京
国
に
は
尾
張
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

以
下
二
二
か
国
が
充
て
ら
れ
て
お
り
、
八
世
紀
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
に
よ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
年

空
誉
詰
手
京
国
に
は
い
ず
れ
も
近
国
や
沿
海
国
が
充
て
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
重
貨
で
あ
る
米
の
輸
送
の
便
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

年
料
黒
米
は
大
炊
寮
に
収
納
さ
れ
「
諸
司
常
食
」
に
供
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
年
舘
岩
米
が
充
て
ら
れ
る
の
は
長
上
宮
・
番
上
官
な
ど
の
宮
人
の

み
で
あ
り
、
丁
・
工
に
は
次
に
述
べ
る
庸
米
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
官
人
へ
の
支
給
量
は
九
世
紀
以
降
は
長
上
官
が
日
別
二
升
、
番
上
宮
が
日

　
　
　
　
　
　
③

別
一
升
で
あ
っ
た
。
八
世
紀
段
階
の
支
給
量
に
は
不
明
の
点
が
多
い
が
、
石
山
寺
造
営
時
の
造
東
大
寺
司
主
典
安
穏
雄
足
へ
の
米
の
支
給
量
が

日
別
］
升
四
合
、
案
主
・
長
上
・
舎
人
が
日
別
一
升
二
合
で
、
造
東
大
寺
書
写
経
営
の
経
師
・
装
漢
が
日
別
二
升
、
校
正
が
日
別
一
升
六
合
で

　
　
　
　
④

あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
正
税
帳
に
み
え
る
駅
伝
使
や
国
司
巡
行
の
際
の
国
司
の
食
料
が
日
別
二
升
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
年
料
春
花
の
使
途

が
基
本
的
に
「
諸
司
常
食
」
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
九
世
紀
以
降
と
大
き
な
違
い
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
支
給
米
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

多
く
は
官
人
の
食
料
と
し
て
消
費
さ
れ
た
が
、
余
習
分
に
つ
い
て
は
細
米
で
与
え
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
年
料
春
嵐
の
毎
年
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

輪
貢
量
は
延
喜
民
部
式
に
よ
る
と
約
一
万
八
千
石
で
あ
る
。
こ
の
数
値
は
九
世
紀
末
ま
で
遡
る
が
、
年
料
春
米
は
基
本
的
に
食
料
米
で
あ
る
か

ら
、
官
人
数
に
大
き
な
違
い
の
な
い
か
ぎ
り
、
八
世
紀
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
量
の
米
が
京
進
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
2
　
庸
　
　
　
米

　
庸
は
布
の
他
多
様
な
納
入
形
態
を
と
っ
た
が
、
こ
の
う
ち
米
で
納
め
ら
れ
た
も
の
が
庸
米
で
あ
り
、
人
別
に
三
斗
が
賦
課
さ
れ
た
。
庸
米
を

直
進
す
る
国
は
延
喜
主
計
式
に
よ
る
と
年
孟
春
米
と
同
様
近
国
・
沿
海
国
で
あ
り
、
平
城
宮
跡
か
ら
は
こ
れ
ら
の
国
々
の
滞
米
付
札
が
数
多
く

　
　
　
　
　
⑦

出
土
し
て
い
る
。
庸
米
は
民
部
省
に
収
納
さ
れ
、
仕
丁
・
衛
士
・
雇
役
民
な
ど
の
食
料
に
充
て
ら
れ
た
。
正
倉
院
文
書
に
よ
る
と
仕
丁
一
人
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
り
の
支
給
量
は
二
升
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
一
升
二
合
が
食
料
に
供
さ
れ
、
残
り
の
八
二
は
現
米
支
給
さ
れ
て
い
た
。
昏
鐘
の
毎
年
の
輸
貢
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量
は
、
造
寺
・
造
都
の
有
無
に
よ
っ
て
変
化
が
あ
ろ
う
が
、
こ
の
う
ち
大
根
の
支
給
総
量
は
早
川
氏
の
試
算
に
よ
る
と
八
世
紀
の
中
期
で
二
四

〇
〇
〇
石
余
と
さ
れ
て
い
る
。

　
3
　
地
　
　
予
　
　
米

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

　
公
田
地
子
の
一
部
が
米
に
春
か
れ
て
京
進
さ
れ
た
も
の
が
地
子
米
で
あ
る
。
弘
仁
主
税
式
や
『
政
事
要
略
』
延
喜
一
四
年
八
月
一
五
日
官
符

に
よ
る
と
近
国
や
沿
海
国
か
ら
地
子
米
が
京
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
八
世
紀
段
階
で
は
京
進
さ
れ
る
地
子
米
の
量
は
さ
ほ
ど
多
く

は
な
か
っ
た
こ
と
は
後
述
の
通
り
で
あ
る
。
田
平
公
田
条
の
規
定
で
は
京
進
さ
れ
た
地
子
は
太
政
官
の
雑
用
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

こ
の
う
ち
地
子
米
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
延
暦
一
八
年
宣
旨
に
「
定
二
大
弁
以
下
季
黒
米
数
井
両
雑
事
一
」
、
地
子
米
の
不
足
を
訴
え
た
『
政
事

要
略
』
延
宣
三
〇
年
一
一
一
月
二
七
日
官
符
に
「
厨
家
雑
用
、
宮
人
月
俸
、
惣
在
韓
糟
米
山
導
例
進
少
レ
数
、
用
途
多
端
、
以
二
年
中
之
所
ウ
納
、
充
二

例
用
之
支
度
「
所
レ
不
レ
黒
米
千
四
百
辮
二
餅
、
因
レ
斯
常
食
屡
絶
、
資
俸
尚
乏
」
と
み
え
て
い
る
。
　
こ
の
う
ち
、
後
者
に
「
常
食
」
と
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ま
た
太
政
官
厨
家
跡
と
推
定
さ
れ
て
い
る
長
岡
京
二
条
本
題
六
町
か
ら
多
く
の
請
飯
文
書
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
地
子
米
が
太
政
官
官

人
の
食
料
米
に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
う
す
る
と
、
問
題
と
な
る
の
は
、
延
喜
太
政
官
式
に
諸
司
か
ら
楽
劇
料
支
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
申
請
が
あ
っ
た
時
に
太
政
官
官
人
の
要
劇
料
も
含
め
て
宮
内
省
に
符
を
下
す
と
み
え
、
太
政
官
官
人
に
対
し
て
大
炊
寮
か
ら
要
撃
料
が
給
さ

れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
郷
土
三
八
年
に
定
め
ら
れ
た
「
季
料
米
数
」
が
大
弁
以
下
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で

あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
季
料
米
偏
は
お
そ
ら
く
は
食
料
米
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
「
季
料
昏
夢
」
と
共
に
定
め
ら
れ
た
「
両
雑
事
」
は
、

早
川
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
華
魁
が
充
て
ら
れ
る
夏
冬
頓
給
料
と
海
潮
・
定
考
の
禄
で
あ
ろ
う
が
、
太
政
官
厨
家
の
主
要
な
経
費
で
あ
る
そ
れ

ら
と
並
ぶ
も
の
と
い
え
ぼ
食
料
米
以
外
の
も
の
は
想
定
し
難
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
「
季
料
米
」
の
支
給
対
象
は
大
弁
以
下
と
な
り
、

公
卿
に
は
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
公
卿
に
も
食
料
米
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
は
、
天
平
宝
字
五
年
、
天
平
神
護
二
年
に
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

政
に
預
か
る
親
王
や
法
臣
・
法
参
議
の
月
料
が
そ
れ
ぞ
れ
大
納
言
・
中
納
言
・
参
議
な
ど
に
准
ぜ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
明
か
で
あ
り
、
地
子
米
以

外
か
ら
食
料
米
を
得
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
先
に
み
た
大
炊
寮
か
ら
の
喜
劇
料
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
公
卿
に
は
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京進米と都城（鶏…内）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

年
料
春
意
が
、
大
弁
以
下
に
は
地
子
米
が
食
料
米
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
う
解
釈
す
れ
ば
延
喜
一
四
年
官
符
と

延
喜
太
政
官
式
の
規
定
は
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で
一
つ
の
推
測
で
は
あ
る
が
、
太
政
官
官
人
の
食
料
米
に

つ
い
て
は
一
応
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
お
き
た
い
。

　
4
　
官
　
顕
　
穫
　
稲

　
田
田
の
規
定
に
よ
る
と
、
官
田
は
大
和
・
摂
津
国
に
三
〇
町
、
河
内
・
山
背
国
に
二
〇
町
あ
り
、
宮
内
省
が
経
営
に
あ
た
っ
た
。
官
田
の
穫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

稲
は
、
古
記
に
門
屯
田
、
謂
、
御
田
、
供
御
造
食
料
田
耳
」
と
あ
る
よ
う
に
、
供
御
に
充
て
ら
れ
た
。
『
延
喜
式
』
に
よ
る
と
、
官
照
八
六
町

の
う
ち
四
〇
町
が
省
営
田
、
四
六
町
が
国
営
田
と
さ
れ
、
こ
の
う
ち
省
営
田
の
穫
稲
が
天
皇
・
中
宮
・
東
宮
の
食
料
及
び
供
御
用
の
酒
米
な
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

　
以
上
、
京
進
米
の
う
ち
主
な
も
の
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
述
べ
て
き
た
が
、
基
本
的
に
は
い
ず
れ
も
官
人
・
役
丁
や
天
皇
な
ど
の
食
料
米
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
に
み
る
よ
う
に
、
唐
で
は
京
進
さ
れ
た
量
質
が
食
料
用
だ
け
で
な
く
禄
に
も
用
い
ら

れ
て
い
た
の
だ
が
、
日
本
で
は
基
本
的
に
食
料
用
と
し
て
し
か
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
収
取
さ
れ
た
イ
ネ
の
中
で
京

罪
種
が
占
め
る
割
合
は
わ
ず
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
日
本
の
田
租
・
出
挙
利
稲
と
唐
に
お
け
る
租
・
地
税
の
使
途

を
比
較
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
『
通
典
』
巻
六
に
は
唐
の
天
骨
年
間
（
七
四
二
～
七
五
六
）
の
財
政
収
支
の
概
要
が
記
さ
れ
て
お
り
、
表
1
は
そ
の
う
ち
粟
の
収
支
に
関
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

部
分
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
同
母
は
丁
別
に
二
黒
が
課
さ
れ
る
も
の
で
、
中
央
・
地
方
の
諸
経
費
に
充
当
さ
れ
た
。
一
方
、
地

税
（
義
倉
）
は
全
て
の
耕
地
か
ら
毎
畝
二
升
微
収
さ
れ
、
備
荒
用
に
貯
積
さ
れ
た
穀
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
八
世
紀
に
な
る
と
官
人
の
増
加
や
軍
事

費
の
増
大
の
た
め
中
央
の
経
費
が
膨
張
し
、
江
南
地
方
の
租
が
布
で
納
め
ら
れ
る
か
わ
り
に
地
税
四
〇
〇
万
石
が
江
潅
毒
中
米
と
し
て
中
央
に

送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
表
1
に
よ
る
と
、
租
と
地
塁
の
合
計
収
入
二
五
〇
〇
余
万
石
の
う
ち
、
中
央
に
送
ら
れ
た
穀
は
租
粟
三
〇
〇
万
石
、
過
税
四
〇
〇
万
石
の
計
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300万石

300r7石

400万石

500万石

1000万石

2500万

蓑…1

支　　　畠

闘鶏編　布
週充米豆（箪食・諸胃官厨餌料）

江潅急造米（官禄・諸司糧料）

留当路（官禄・逓糧）

諸道節度使軍糧・貯備当州倉

入収

1260余万石

1240余万石

租　　　　粟

地税（義倉米）

計2500余万石計

七
〇
〇
万
石
で
あ
る
か
ら
、
約
三
翻
が
京
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
地
税
四
〇
〇

万
石
は
江
南
地
方
の
租
粟
三
〇
〇
万
石
が
絹
布
に
換
え
て
京
進
さ
れ
た
代
替
措
概
で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
租

粟
の
約
二
分
の
一
が
京
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
次
に
、
日
本
の
場
合
は
、
田
租
は
野
積
に
、
出
挙
利
稲
は
諸
経
費
に
充
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通

り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
平
期
の
正
税
帳
に
よ
る
と
、
田
租
収
入
と
出
挙
収
入
は
ほ
ぼ
同
程
度
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
⑳

わ
れ
て
い
る
。

　
で
は
、
そ
の
中
か
ら
ど
の
程
度
の
量
の
米
が
京
進
さ
れ
て
い
た
か
だ
が
、
天
平
六
年
の
尾
張
国
正
税
帳
に

よ
れ
ば
出
挙
利
稲
一
〇
七
〇
〇
〇
余
束
の
う
ち
年
料
春
米
（
納
大
炊
寮
酒
料
赤
米
を
含
む
）
に
充
て
ら
れ
た
の
は

三
二
〇
〇
〇
〇
束
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
年
料
春
宮
雷
門
国
に
お
い
て
で
す
ら
毎
年
の
出
挙
収
入
の
二
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

分
の
一
（
田
租
収
入
を
含
め
れ
ば
一
〇
分
の
一
程
度
と
な
ろ
う
）
が
京
進
さ
れ
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
延
喜
主

税
式
に
よ
る
と
正
税
出
挙
稲
の
全
国
の
合
計
額
は
約
一
五
八
○
万
束
で
、
利
率
を
三
割
と
す
る
と
利
酒
は
約

四
七
〇
万
束
と
な
る
。
こ
れ
に
田
租
収
入
を
加
え
る
と
米
に
し
て
毎
年
約
四
七
万
石
の
収
入
と
な
る
が
、
先

に
み
た
よ
う
に
画
料
春
米
の
輸
貢
量
は
約
一
八
○
○
○
石
で
あ
り
、
贈
進
米
が
占
め
る
割
合
は
一
割
に
も
満

た
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
唐
と
比
べ
る
と
日
本
で
は
収
取
さ
れ
た
イ
ネ
の
な
か
で
年
料
下
米
の
占
め
る
割
合
は
わ
ず
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か
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
こ
と
は
年
料
春
米
に
つ
い
て
定
め
た
田
令
照
租
条
と
そ
れ
に
対
応
す
る
唐
賦
役
令
の
条
文
と
の
相
違
か
ら

も
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
凡
田
租
、
准
二
国
土
収
獲
早
晩
ハ
九
月
中
旬
起
輸
、
十
一
月
珊
日
以
前
納
得
、
其
春
レ
米
運
レ
京
者
、
正
月
趨
運
、
八
月
針
日
以
前
納
畢
。

　
　
　
諸
租
、
準
二
州
土
版
百
工
晩
ハ
醤
一
一
燈
路
程
険
易
遠
近
二
次
第
分
配
、
本
州
収
穫
詑
発
遣
、
十
一
月
起
輸
、
正
月
三
十
日
内
納
畢
、
醗
嵐
頒
巌
潮
懸
雛



　
　
磯
二
謂
羅
饗
、
其
輸
・
本
州
暑
、
＋
二
月
三
＋
日
内
納
畢
（
後
略
）

　
こ
れ
ら
は
と
も
に
租
の
納
入
時
期
を
定
め
た
も
の
だ
が
、
前
者
で
は
国
内
の
正
倉
へ
の
納
入
時
期
が
ま
ず
規
定
さ
れ
、
次
に
そ
の
中
か
ら
春

期
が
漸
進
さ
れ
る
場
合
の
時
期
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
後
者
で
は
中
央
へ
の
納
入
時
期
の
規
定
が
最
初
に
あ
り
、
本
州
へ
の
納
入
時
期

の
規
定
は
そ
の
次
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
令
文
は
、
租
は
日
本
で
は
留
国
が
主
で
京
進
が
従
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
唐
で

は
京
進
が
主
で
留
国
が
従
で
あ
っ
た
状
況
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
京
進
米
の
輸
墨
筆
は
日
興
間
で
大
き
く
異
な
る
の
だ
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
経
費
面
で
も
両
者
の
間
に
は
大
き
な
相
違
が
存

在
す
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
場
合
は
年
料
黒
米
は
宮
人
の
食
料
に
充
て
ら
れ
る
だ
け
な
の
だ
が
、
表
1
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
唐
で

は
食
料
だ
け
で
な
く
官
禄
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
日
本
で
は
位
禄
・
季
禄
は
い
ず
れ
も
調
庸
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
た
が
、
唐
で
は
正
一
品
七

百
石
か
ら
従
九
品
五
二
石
に
至
る
官
禄
に
は
租
粟
が
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
大
量
の
租
粟
が
京
進
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

二

京進米と都城（寺内）

　
前
節
で
は
、
律
令
制
下
に
お
い
て
京
進
さ
れ
た
米
は
基
本
的
に
は
食
料
米
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
収
取
さ
れ
た
イ
ネ
の
な
か
で
京
進
米
が

占
め
る
割
合
は
小
さ
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
本
節
で
は
、
八
世
紀
後
半
以
降
、
と
り
わ
け
九
・
一
〇
世
紀
に
な
る
と
京
進
さ
れ
る
米
の
量
が

増
加
し
、
用
途
も
食
料
用
に
限
定
さ
れ
な
く
な
る
こ
と
を
述
べ
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
前
に
前
節
で
述
べ
た
京
進
米
の
そ
の
後
に
つ
い
て
簡
単

に
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
八
世
紀
末
以
降
墨
守
の
未
進
が
問
題
化
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
だ
が
、
年
嵩
春
思
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
宝
亀
四
年
に
は
未
進
防

止
の
た
め
専
当
国
司
を
置
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
延
暦
一
四
年
に
は
未
進
数
に
准
じ
て
国
司
の
公
癖
を
割
く
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後

も
状
況
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
九
世
紀
宋
に
は
「
新
年
料
白
米
者
、
以
二
大
税
利
器
ハ
諸
国
春
肥
、
一
年
応
レ
納
二
万
八
千
石
ハ
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⑳

而
或
年
見
納
六
七
千
石
、
或
年
纏
八
九
千
石
、
然
則
質
倉
一
一
三
分
之
コ
」
と
い
う
よ
う
に
、
毎
年
の
納
入
額
が
皮
革
の
一
か
ら
三
分
の
一
に
減

少
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
の
が
元
慶
の
官
田
で
あ
る
。
元
慶
の
官
田
は
元
慶
三
年
に
畿
内
五
か
国

に
誹
四
〇
〇
〇
町
が
設
け
ら
れ
た
が
、
元
慶
五
年
以
降
諸
司
の
食
料
米
で
あ
る
要
望
料
・
番
上
料
に
充
て
る
た
め
に
次
々
と
諸
司
田
化
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

昌
泰
元
年
ま
で
に
そ
の
数
は
一
六
〇
〇
町
余
に
の
ぼ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

　
庸
米
も
業
繋
の
未
進
に
と
も
な
い
八
世
紀
宋
以
降
貢
進
量
は
減
少
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。
そ
こ
で
、
租
を
春
い
て
京
癒
し
、
庸
米
の
不
足
を

補
う
こ
と
に
な
っ
た
も
の
が
租
期
米
で
あ
る
。
探
春
米
の
初
見
は
寛
平
一
〇
年
だ
が
、
実
際
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
貢
進
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
延
喜
民
部
式
に
よ
る
と
質
料
租
春
米
の
総
計
は
二
四
〇
〇
〇
石
余
で
、
こ
れ
は
大
糠
一
年
分
の
総
必
要
量
に
匹
敵
す
る
数
量
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

す
な
わ
ち
、
当
初
は
庸
米
の
不
足
を
補
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
租
春
米
が
一
〇
世
紀
に
な
る
と
庸
米
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
地
子
米
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
官
田
は
、
令
の
規
定
で
は
畿
内
に
一
〇
〇
町
置
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
『
延
喜
式
』
で
は
八
六
町
と

な
っ
て
い
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
年
料
春
窮
や
素
材
に
つ
い
て
は
財
源
が
大
き
く
変
化
し
た
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
食
料
米
と
し
て
必
要
な
量
の
確
保
が
は

か
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
九
・
一
〇
世
紀
に
な
る
と
こ
う
し
た
食
料
米
以
外
に
京
進
さ
れ
る
米
の
量
が
増
加
す
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
地
子
米
で
あ
る
が
、
諸
国
例
進
地
子
雑
物
を
定
め
た
『
政
事
要
略
』
延
喜
一
四
年
八
月
一
五
日
官
符
に
よ
る
と
、
近
国
・
沿
海
国
を

中
心
に
総
計
約
五
四
〇
〇
石
の
地
子
米
が
京
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
以
前
か
ら
こ
れ
だ
け
大
量
の
地
子
米
が
京
進
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
・
こ
の
う
ち
一
四
四
二
石
は
甕
三
〇
年
に
躍
進
内
樋
代
歯
・
例
員
外
地
子
稲
米
が
加
増
さ
れ
た
も
の
で
あ
物
し
た
が

っ
て
、
延
宣
三
〇
年
以
前
の
京
舞
量
は
約
四
〇
〇
〇
石
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
八
世
紀
段
階
で
は
悪
癖
さ
れ
る
地
子
米
が
さ
ら
に
少
な

か
っ
た
こ
と
は
、
長
岡
京
・
平
城
宮
か
ら
出
土
し
た
次
の
木
簡
か
ら
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
・
越
前
國
大
野
綱
丁
丈
臼

　
　
　
　
　
　
〔
一
力
〕
⑱

　
　
。
U
後
郷
銭
口
貫
文
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京進米と都城（寺内）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
壱
力
）

　
　
。
近
江
国
乗
田
価
銭
□
［

　
　
・
　
　
□
□
□
□

　
　
　
　
（
天
力
）

　
前
者
は
太
政
官
関
係
の
木
簡
が
多
く
出
土
し
た
長
岡
京
左
京
二
条
二
坊
の
中
心
を
東
西
に
流
れ
る
溝
S
D
一
三
〇
一
か
ら
出
土
し
た
木
簡
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

地
子
と
明
記
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
記
載
内
容
か
ら
地
子
物
付
札
と
考
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
長
岡
京
か
ら
は
こ
の
他
近
江
・
美
濃
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

長
門
・
讃
岐
・
伊
予
国
な
ど
の
地
子
米
付
札
、
紀
伊
国
の
地
子
塩
付
札
が
出
土
し
て
い
る
が
、
注
団
し
た
い
の
は
越
前
か
ら
銭
が
地
子
物
と
し

て
京
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
延
喜
一
四
年
官
符
に
よ
る
と
越
前
の
地
子
物
は
米
四
二
〇
石
だ
け
な
の
だ
が
、
こ
の
こ
ろ
は
銭
が
地
子
物

に
充
て
ら
れ
る
空
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
八
世
紀
末
に
お
い
て
は
京
焼
さ
れ
る
越
前
の
地
子
物
の
す
べ
て
が
米
で
は
な
か
っ
た
わ

け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
地
子
物
の
全
体
量
が
減
少
し
た
の
で
な
い
限
り
、
思
妻
さ
れ
る
地
子
米
の
量
は
米
だ
け
が
貢
進
さ
れ
て
い
た
延
喜

一
四
年
段
階
よ
り
は
少
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
様
の
こ
と
は
後
者
の
木
簡
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。
こ
の
木
簡
は
平
城
宮
第
二

次
大
極
殿
外
郭
南
東
部
分
の
土
墳
S
K
四
四
五
三
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
、
近
江
国
の
地
子
銭
付
札
で
あ
る
。
そ
し
て
近
江
国
も
延
喜
一
四
年

官
符
に
よ
る
と
地
子
物
に
は
米
し
か
み
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
〇
世
紀
に
な
る
と
地
子
物
と
し
て
米
し
か
降
隠
し
て
い
な
い
国
が
八
世
紀
に
は
銭
を
貢
委
し
て
お
り
、
八
世
紀
段
階
で
は
京

進
さ
れ
る
地
子
米
の
量
が
一
〇
世
紀
に
お
け
る
ほ
ど
多
く
は
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。
先
の
延
喜
一
四
年
官
符
に
よ
る
と
、
諸
国
三
型
地
子

雑
物
の
色
数
は
天
安
二
年
正
月
二
九
日
官
符
、
元
慶
三
年
一
〇
月
一
七
日
定
文
、
及
び
そ
の
後
の
時
々
の
官
符
に
よ
っ
て
改
定
さ
れ
た
の
だ
が
、

こ
う
し
た
色
数
の
改
定
を
通
じ
て
次
第
に
京
進
さ
れ
る
地
子
米
の
量
が
増
加
し
て
い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
大
宝
田
令
公
田
条
の
条
文
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
凡
諸
国
公
田
、
皆
国
司
随
二
郷
土
佑
価
一
賃
租
、
其
価
送
二
太
政
官
耳
芝
充
二
雑
用
叩

　
こ
れ
は
養
老
田
令
公
園
条
で
あ
る
が
、
地
子
を
太
政
官
に
送
る
こ
と
を
定
め
た
「
其
価
送
太
政
官
」
は
、
大
宝
令
で
は
「
其
価
販
売
送
太
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

官
」
と
な
っ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
販
亮
」
は
岸
俊
男
氏
の
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
交
易
の
意
で
あ
る
か
ら
、
大
宝
令
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で
は
地
子
物
の
太
政
官
へ
の
送
進
に
あ
た
っ
て
は
軽
貨
と
の
交
易
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
大
宝
令
の
規
定
に
よ
れ

ば
、
地
子
は
軽
貨
に
交
易
し
て
京
進
ず
る
の
が
原
則
だ
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
本
来
的
に
は
地
子
物
と
し
て
米
が
丁
零
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ

た
状
況
を
、
こ
の
大
宝
令
文
は
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
八
世
紀
段
階
で
は
京
進
さ
れ
る
地
子
米
の
量
は
決
し
て
多
く
は
な
く
、
九
世
紀
以
降
に
な
る
と
そ
れ
が
増
加
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。

お
そ
ら
く
は
、
八
世
紀
に
は
太
政
官
の
官
人
の
食
料
用
と
し
て
必
要
な
量
だ
け
が
京
進
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
九
・

一
〇
世
紀
に
な
る
と
京
進
さ
れ
る
地
子
米
の
量
が
増
え
る
の
だ
が
、
九
世
紀
以
降
食
料
米
の
需
要
が
急
に
伸
び
た
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
と
は

考
え
難
い
。
食
料
米
が
支
給
さ
れ
る
太
政
官
官
人
の
数
が
急
増
し
た
様
子
は
み
う
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
年
料
駐
米
の
総
量
が

一
八
○
○
○
石
余
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
い
く
ら
政
府
の
中
枢
官
司
と
は
い
え
太
政
官
だ
け
で
四
、
五
〇
〇
〇
石
の
食
料
米
を
消
費
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
地
子
米
の
京
進
量
が
九
世
紀
以
降
増
加
す
る
原
因
は
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
日
本
で
は
位
禄
・
季
禄
な
ど
の
官
人
給
与
に
は
調
直
物
が
給
さ
れ
て
い
た
が
、
九
世
紀
以
降
こ
う
し
た
官
人
給
与
に
次
第
に
米
が
充

て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
次
に
述
べ
た
い
と
思
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
官
人
給
与
の
財
源
た
る
精
肉
の
収
取
が
困
難
に
な
る
に
と
も
な
い
、
諸
国
の
正
税
が
位
禄
・
銀
甲
料
な
ど
と
し
て
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
早
川
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
方
式
は
国
司
の
位
禄
に
始
ま
り
、
外
官
兼
任
の
内
官
か
ら
さ
ら
に
は
一
般
の
内
官
に
ま

で
及
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
位
禄
・
季
禄
料
な
ど
に
充
て
ら
れ
た
正
税
が
ど
の
よ
う
な
形
態
で
京
進
さ
れ
た
か
だ
が
、
遠
足
・
非
沿
海
國
の
場
合
は
輸
送
条
件
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ら
考
え
て
米
穀
の
形
態
で
の
京
進
は
困
難
で
あ
り
、
軽
貨
に
交
易
し
て
京
進
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、
近
国
・
沿

海
国
に
関
し
て
は
、
大
同
四
年
に
次
の
よ
う
な
宮
符
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
太
政
官
符

　
　
　
一
、
聴
レ
運
二
位
禄
季
禄
料
米
一
事
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京進米と都城（浦e内）

右
得
二
大
宰
府
解
一
弥
、
謹
検
二
太
政
官
去
神
護
景
雲
二
年
七
月
廿
八
日
符
一
弥
、
得
二
府
解
一
弥
、
五
位
国
司
及
帯
レ
国
諸
司
官
人
等
欺
云
、
所
レ
賜
位
禄
井
季

禄
料
春
米
上
レ
京
欲
レ
資
二
親
信
心
者
、
穂
検
二
嚢
状
一
曲
レ
可
レ
不
レ
申
、
偲
鉱
煙
　
官
裁
一
者
、
銀
嶺
依
レ
請
者
、
鷺
宮
二
幅
旨
一
行
亦
久
爽
、
弼
依
二
太
政
宮
去
延

暦
十
二
年
八
月
十
四
田
符
一
環
亦
同
禁
断
、
資
養
車
馬
因
レ
之
亦
憂
、
府
司
商
量
不
レ
可
レ
不
レ
申
、
傍
請
二
　
官
裁
一
者
、
符
旨
灼
然
、
所
レ
享
有
レ
限
、
而
共

従
二
禁
断
ハ
府
官
所
・
失
、
宜
二
依
・
旧
聴
7
之

以
前
右
大
臣
宣
、
奉
レ
勅
、
如
レ
件

　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
ふ
く
闘
四
四
年
正
R
碍
甘
六
日

　
神
護
景
雲
二
年
忌
五
位
の
国
司
及
び
兼
国
の
諸
費
官
人
の
「
位
禄
井
季
津
料
春
思
」
の
諸
費
が
認
め
ら
れ
た
が
、
延
暦
一
二
年
に
運
京
が
禁

止
さ
れ
、
大
同
四
年
に
再
び
許
可
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
官
符
は
、
八
世
紀
後
半
の
段
階
で
国
司
だ
け
で
な
く
兼
国
の
諸
司
官
人
に
も
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

税
が
位
禄
・
墨
型
料
と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
「
位
禄
井
季
禄
早
春
米
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国

司
や
兼
国
の
諸
司
官
人
の
位
禄
・
詩
話
料
が
軽
貨
に
交
易
さ
れ
ず
に
春
米
で
運
京
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
宮
符
か
ら
、
西
海

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

道
で
は
国
司
及
び
兼
国
の
諸
司
宮
人
に
充
て
ら
れ
る
位
禄
・
季
給
料
の
正
税
は
平
米
の
形
態
で
京
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
、

西
海
道
は
遠
国
で
あ
り
、
ま
た
「
本
禁
二
出
米
一
」
の
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
近
国
や
沿
海
諸
国
に
お
い
て
も
国
司
や
富
国
の
官
人
さ
ら

に
は
一
般
の
内
官
の
位
禄
・
賞
禄
料
に
充
て
ら
れ
る
正
税
は
春
夢
で
も
っ
て
苫
葺
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
少
し
下
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

が
、
『
小
右
記
』
万
寿
二
年
一
〇
月
二
七
日
条
に
、
備
後
国
の
俸
料
は
米
で
も
っ
て
弁
進
ず
る
の
が
例
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ

う
し
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
位
禄
・
季
鶴
翼
な
ど
に
充
て
ら
れ
た
正
税
の
す
べ
て
が
言
言
の
形
態
で
京
進
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
官
人
給
与
に
は
調
庸
物
一
驚
貨
が
支
給
さ
れ
る
の
が
本
来
的
な
姿
で
あ
る
の
に
、
近
国
・
沿
海
国
が
輸
送
上
有
利

な
条
件
下
に
あ
る
と
は
い
え
、
こ
と
さ
ら
に
そ
れ
ら
に
重
落
で
あ
る
米
が
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
や
は
り
重
視
す
べ
き
事
柄
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
位
禄
・
黍
禄
な
ど
官
人
給
与
の
財
源
と
し
て
ど
の
よ
う
な
国
の
正
税
が
主
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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域
蝦
蟹
泉
津
賀
勢
謙
卑
河
江
黒
豆
斐
模
蔵
募
総
総
陸
江
濃
騨
濃
野
野
奥
羽
亘
理
賀
登
中
後
渡
波
後
馬
幡
削
蹄
見
岐

山
大
河
和
摂
伊
伊
志
尾
参
遠
駿
伊
甲
相
武
安
上
下
常
近
美
飛
信
上
下
陸
田
若
越
加
能
国
手
佐
睡
眠
但
困
伯
出
石
隠
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＊
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊
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・醗後判・世紀前半1・世綴判・・齪前判・・胱後塵備考
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忌
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鶏
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④
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（
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（
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（
　
　
（
　
　
（
　

（
　

（

助
の
助
紛
の
の
D
の
幻
の
幻
息
切
の
D
の
の
の
の
の
の
ω
の

蝋
蝋
蝋
臥
駅
誕
K
咲
駁
路
頭
縦
縦
叙
妊
K
咲
咲
K
飢
湿
灰
飯

9
劫
の
の
の
D
の
の
の
の
の
の
の
の
の
の
D
の
の
の
。
）
の
の

駅
以
X
X
咲
奴
咲
咲
咲
咲
叙
天
駅
K
咲
灰
駅
妊
咲
奴
咲
咲
咲

の
り
の
D
の
の
の
の
D
の
D
の
の
D
の
の
の
の
D
の
の
の
の

敵
蝋
縦
X
K
飢
叙
咲
叙
咲
叙
飢
α
叙
咲
K
K
飢
咲
好
配
咲
咲

磨
作
前
中
後
芸
防
門
四
二
波
岐
門
下
前
後
前
後
前
後
向
隅
摩

播
美
備
備
備
安
周
長
紀
淡
阿
讃
伊
土
筑
筑
豊
豊
肥
肥
研
大
薩

254（工08） 226（180） 249（180） （163） （134）

・カッコの中が公卿補任の数値。

・備考欄は延喜主税式の公癖稲数により，A（40万束以上），　B（30万束以上），　C（20万束以上），

D（10万束以上），E（10万束未満）とした。＊は延喜民部式の年料春曇貢進国。

　
ま
ず
寸
寸
の
宮
人
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
表

2
は
内
官
が
国
司
を
兼
ね
た
国
を
国
史
の
叙
位

記
事
及
び
『
公
卿
補
任
』
　
（
公
卿
に
な
る
以
前
の

経
歴
も
含
む
）
か
ら
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、

内
官
が
國
司
を
兼
ね
る
兼
国
は
八
世
紀
の
後
半

か
ら
多
く
な
り
、
そ
れ
は
「
謹
案
雛
兼
國
之
起
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

為
レ
潤
二
恩
沢
一
所
レ
被
二
拝
任
一
也
」
と
あ
る
よ
う

に
、
国
司
を
兼
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
癖
稲
の

配
分
に
預
か
る
一
種
の
経
済
的
優
遇
措
置
で
あ

　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

つ
た
。
し
た
が
っ
て
、
表
2
で
は
九
世
紀
前
半

以
前
は
概
し
て
公
癬
稲
の
多
い
国
に
は
兼
国
例

が
多
く
、
逆
に
公
癬
稲
の
少
な
い
国
に
は
兼
国

詰
が
少
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
九
世
紀

後
半
に
な
る
と
様
相
が
や
や
変
化
す
る
。
東

海
・
東
山
・
北
陸
の
遠
方
の
諸
國
が
減
少
し
、

か
わ
っ
て
近
江
、
美
濃
や
山
陽
、
南
海
の
諸
国

が
多
く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
上
総
・
常

陸
・
上
野
は
親
王
任
国
で
あ
る
か
ら
除
外
す
る

と
し
て
、
武
蔵
・
下
総
・
下
野
・
越
中
・
越
後
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39　ero

4390

22　90

（32　90　）

（3690）

（1190）

（490）

（1　90）

蓑3

年料春米貢進國
　　（含畿内）

6190　（6890）

5790　（64atio）

7890　（89cro）

　　　（96　ero　）

　　　（9990）

8轡己後半

9祉紀前半

9批紀後半

10世紀前半

10世紀後半

・カヅコの中が公卿補任の数値。

　
　
当
今
除
二
陸
奥
出
羽
及
西
海
道
之
諸
国
噛
不
動
約
計
一
千
辮
七
万
余
響
、

　
　
損
定
年
、
自
費
二
重
国
之
不
動
熟
凡
厭
開
脚
至
多
、

　
　
混
二
入
於
公
一
者
、
国
用
由
レ
是
可
レ
給
、

　
　
四
千
町
噛
若
獲
稲
、
若
地
子
、

　
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
元
慶
の
官
田
の
設
置
を
求
め
た
藤
原
朝
臣
冬
緒
の
奏
状
で
あ
る
。

支
給
す
る
た
め
、
正
税
稲
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
不
動
穀
に
ま
で
手
が
つ
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
状
況
が
知
ら
れ
る
が
、

ま
で
使
用
さ
れ
た
結
果
と
し
て

万
こ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

と
い
っ
た
比
較
的
論
罪
稲
の
多
い
諸
国
が
減
少
し
、
備
後
・
紀
伊
・
阿
波
な
ど
比
較
的
一
三
稲
の
少
な
い
国

が
増
加
し
て
い
る
の
は
公
癖
直
の
多
寡
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
現
象
で
あ
る
。
そ
こ
で
九
世
紀
後
半
に
な

っ
て
事
例
が
増
え
た
諸
国
を
調
べ
て
み
る
と
、
近
国
及
び
沿
海
国
が
多
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
表
3
は
畿
内

及
び
画
料
春
嵐
貢
進
国
（
延
喜
民
部
式
に
よ
る
）
と
そ
の
他
の
国
々
に
分
け
て
兼
国
例
を
調
べ
た
も
の
だ
が
、
九

世
紀
後
半
に
な
る
と
前
者
の
諸
国
に
亡
国
例
が
集
中
す
る
様
子
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
傾

向
が
九
世
紀
後
半
だ
け
で
な
い
こ
と
は
『
公
卿
補
任
』
に
み
え
る
兼
職
例
か
ら
明
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る

と
九
世
紀
後
半
に
な
る
と
国
史
の
叙
位
記
事
よ
り
も
な
お
一
層
近
国
・
沿
海
国
に
事
例
が
集
中
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

そ
う
し
た
傾
向
は
一
〇
世
紀
も
続
く
の
で
あ
る
。

　
　
一
般
の
内
官
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　
　
正
三
位
意
中
納
言
兼
民
部
卿
藤
原
朝
臣
冬
緒
奏
二
状
難
事
ハ
其
一
日
（
上
略
）
其
二
日
、
近
代
以
来
、
　
一
年
例
用
位

　
　
島
国
禄
准
穀
十
七
万
余
響
、
又
京
主
星
レ
行
二
衣
服
月
穣
（
必
給
二
外
国
ハ
其
数
亦
多
、
並
麸
正
税
用
尽
、
終
行
二
不
動
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
レ
中
野
最
近
圏
、
不
レ
出
二
二
三
百
万
（
而
年
中
所
レ
用
措
五
六
万
餅
、
況
亦
有
レ

　
　
　
　
　
　
　
新
委
絶
少
、
燈
下
、
天
下
虚
耗
、
企
レ
足
可
レ
待
、
照
照
件
田
散
二
班
玄
人
一
拳
、
口
分
為
レ
土
掘
レ
饒
、

　
　
　
伏
請
割
二
置
山
城
圏
八
百
町
、
大
和
国
一
千
二
百
町
、
河
内
国
八
百
町
、
和
泉
国
四
百
町
、
摂
津
圏
八
百
町
、
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

董
二
其
便
宜
ハ
以
支
二
公
用
ハ
詔
従
レ
之
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
か
ら
、
位
禄
・
王
禄
以
下
の
官
人
給
与
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
税
稲
さ
ら
に
は
不
動
穀

「
当
今
除
二
陸
奥
出
羽
及
西
海
道
之
諸
国
噛
不
動
約
計
一
千
滑
七
万
余
斜
、
就
レ
中
縁
海
近
国
、
不
レ
出
三
一
三
百

　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
「
縁
海
近
国
」
の
不
動
が
と
り
わ
け
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
、

52　（874）



京進米と都城（寺内）

「
縁
海
近
国
」
の
不
動
が
最
も
よ
く
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
兼
修
の
官
人
の
場
合
も
一
般
の
内
官
の
場
合
も
給
与
の
財
源
と
し
て
は
近
国
・
沿
海
国
の
正
税
が
主
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
近
国
・
沿
海
国
の
正
税
が
集
中
的
に
使
用
さ
れ
た
か
だ
が
、
こ
れ
に
は
正
税
の
図
題
形
態
が
関
係
し
て
い
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
位
禄
・
季
禄
以
下
の
料
と
し
て
正
税
を
軽
量
で
は
な
く
隠
米
で
も
っ
て
運
京
・
支
給
す
る
た
め
に
、
近
国
・
沿
海
国
の
圧

税
が
集
中
的
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
軽
貨
に
よ
る
運
京
・
支
給
で
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
兼
国
の
官
人
の
場
合
は
公
中
稲
の
よ

り
多
い
国
の
国
司
を
兼
ね
た
方
が
有
利
で
あ
る
し
、
一
般
の
内
官
の
場
合
も
「
縁
海
近
国
」
に
偏
ら
ず
に
諸
圏
の
不
動
穀
が
平
均
に
使
用
さ
れ

た
は
ず
だ
が
、
こ
と
さ
ら
に
公
癖
稲
の
あ
ま
り
多
く
な
い
国
の
国
司
を
兼
ね
、
「
縁
海
近
国
」
の
不
動
穀
が
集
中
的
に
使
わ
れ
た
の
は
、
官
人

給
与
と
し
て
正
米
を
積
極
的
に
確
保
し
よ
う
と
い
う
動
き
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
国
・
沿
海
国
の
正
税
が
集
中
的

に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
う
し
た
諸
国
の
正
税
は
春
米
で
運
筆
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
位
禄
・
季
禄
以
下
の
官
人
給
与
に
充
て

る
た
め
に
多
く
の
春
米
が
運
京
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
難
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
八
世
紀
後
半
以
降
、
と
り
わ
け
九
世
紀
に
な
る
と
重
貨
で
あ
る
米
が
位
禄
・
艶
言
以
下
の
官
人
給
与
に
充
て
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
別
納
子
忌
欄
の
成
立
に
よ
り
一
般
の
内
官
の
官
人
給
与
に
は
再
び
金
貨
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
別
納
新
穀
制
と
は
一
般
の
租
穀
と
は
別
に
規
定
額
の
租
穀
が
確
保
さ
れ
、
官
符
の
至
る
に
し
た
が
っ
て
位
禄
・
季
禄
・
衣
服
等
の
料
を
支
給

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

し
、
他
方
面
へ
の
使
用
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
延
喜
民
部
式
に
よ
る
と
別
納
租
穀
が
課
せ
ら
れ
た
国
は
伊
勢
国
以
下
二
五
か
国
で
、

そ
の
総
量
は
一
三
三
〇
〇
〇
余
風
に
の
ぼ
る
。
別
納
租
穀
は
、
囲
穀
を
位
禄
・
季
禄
・
衣
服
な
ど
の
料
に
充
て
る
も
の
だ
が
、
別
納
租
穀
が
課

せ
ら
れ
た
国
の
多
く
が
、
菓
海
・
菓
山
・
山
陰
道
を
中
心
と
し
た
非
近
国
・
非
沿
海
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
実
際
に
は
画
図
に
交
易
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

て
京
進
・
支
給
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
別
納
租
星
園
成
立
以
後
は
一
般
の
内
官
に
は
主
に
軽
貨
が
給
与

と
し
て
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
兼
国
の
官
人
の
場
合
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
近
国
・
沿
海
国
の
国
司
を
兼
ね
る
も
の
が
多
く
、

位
禄
・
季
禄
以
下
の
給
与
を
軽
質
で
は
な
く
春
米
で
も
っ
て
確
保
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
続
い
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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表4

典出

大日古5－76

大H古15－1？0

平誠4

大日古15－170

大B古15－170

大日古15－170

平城概5

平城概15

平城概15

大日古15－170

大日古5－76

大日古5－76

平斌概15

隔養物

銭600文

銭600文

銭600文

銭600文

銭600文

銭60G文

銭600文

銭600文

銭600文

銭60e文

ek600文

銭600文

銭600文

名人国名

守部古麻呂

漢部千代

丈部宇麻呂

矢作真足

久須原部広嶋

占部小足

日下部桑麻呂

椋椅部逆

車持足月

多米牛手

額田部広浜

宇治部乙万呂

帯部益国

張
斐
斐
総
総
総
陸
濃
馬
雲
磨
前
中

尾
甲
甲
下
下
下
常
信
但
毘
播
備
備

・大日古はr大日本古文書』，平城はr平域宮木簡』，

平筆概は『平城宮発掘調査繊土木簡概報護。

る
の
が
初
見
で
あ
り
、
次
い
で
承
平
発
振
四
月
三
日
条
に
も
「
大
宰
春
米
可
レ
給
乱
髪
符
一
事
」
と
み
え
て
い
る
。

九
日
官
符
で
は
、
筑
前
国
四
〇
〇
石
以
下
、
計
二
〇
〇
〇
石
の
春
米
の
進
上
が
大
宰
府
に
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

年
三
月
五
日
宮
符
に
は
、
「
頃
年
彼
大
宰
府
所
レ
進
調
庸
貢
物
、

と
あ
り
、
『
権
記
』
寛
弘
五
年
二
月
二
四
日
条
に
は
「
右
少
弁
伝
二
左
府
御
消
息
ハ
大
宰
府
ホ
可
レ
給
宮
島
、
公
用
料
不
動
春
米
千
石
井
返
金
代
米

事
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
〇
世
紀
に
な
る
と
大
宰
府
か
ら
米
が
進
上
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

そ
の
用
途
、
貢
進
量
、
貢
進
方
法
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
の
点
が
多
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
八
・
九
世
紀
段
階
で
は
米
が
京
進
さ
れ

な
か
っ
た
大
宰
府
か
ら
、
一
〇
世
紀
に
な
る
と
米
が
京
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
は
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
最
後
に
、
仕
丁
・
衛
士
の
資
養
物
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

　
次
に
、
大
宰
府
か
ら
の
貢
回
米
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
大
宰
府
管
内
諸
国
の
調
庸
・
雑
米
は
大
宰
府
に
送
ら
れ
、
大

宰
府
で
の
種
々
の
雑
用
に
使
わ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
部
が
京
進
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
て
い
た
。
天
平
元
年
、
弘
仁
七
年
に
そ
れ
ぞ
れ
貢
進
が
命
じ
ら
れ
た
綿
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

○
万
屯
、
弾
語
〇
〇
〇
疋
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
延
喜
式
に
よ
る
と
、

年
子
別
貢
雑
物
、
交
易
雑
物
、
蟄
な
ど
が
大
宰
府
か
ら
自
力
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
軽
貨
で
あ
り
、
先
述
し
た
国
司
の
位
禄
・
季

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

禄
料
な
ど
を
除
け
ば
、
米
が
再
進
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
　
一
〇

世
紀
に
な
る
と
大
宰
府
か
ら
米
が
送
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
大
宰
府
か
ら
の
米
の
京
進
は
、
管
見
に
よ
れ
ぽ
、
『
貞
信
公
記
』
延
長
五
年
七

月
一
四
日
条
に
「
可
レ
催
一
大
宰
春
米
事
、
臨
時
交
易
絹
目
噛
仰
二
右
大
弁
一
」
と
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
天
禄
二
年
七
月
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
『
政
事
要
略
』
寛
和
三

　
蔵
人
所
例
進
雑
物
、
井
臨
時
召
物
蒔
米
、
或
縫
進
二
半
分
ハ
酷
暑
無
二
進
呈
二
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仕
丁
・
衛
士
に
対
し
て
は
庸
か
ら
食
料
が
給
付
さ
れ
た
他
に
月
養
物
・
国
養
物
な
ど
の
資
格
物
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
国
士
物
の

内
容
は
、
正
倉
院
文
書
・
平
城
宮
跡
出
土
木
簡
に
よ
る
と
表
4
の
通
り
で
あ
り
、
出
身
地
を
問
わ
ず
、
い
ず
れ
も
一
入
あ
た
り
六
〇
〇
文
の
銭

が
充
て
ら
れ
て
い
た
。
一
方
、
延
喜
民
部
式
は
国
養
物
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

　
　
　
凡
衛
士
、
仕
丁
養
物
者
、
随
二
郷
所
嵐
噛
正
丁
七
人
半
、
惣
所
レ
輸
揺
導
爆
一
百
五
十
束
、
准
二
当
土
二
階
肉
交
二
易
軽
物
噛
及
春
レ
米
所
レ
得
之
数
、
専
入
二

　
　
正
身
一
（
後
略
）

　
仕
丁
・
衛
士
の
資
養
制
度
は
、
房
戸
黙
思
綱
か
ら
黒
藻
制
へ
、
美
里
の
人
数
も
剣
士
日
数
の
減
少
に
よ
り
五
人
か
ら
七
人
半
へ
変
わ
る
の
だ

が
、
こ
れ
に
よ
る
と
樒
分
稲
は
軽
物
に
交
易
し
て
京
進
ず
る
だ
け
で
な
く
、
春
米
の
ま
ま
送
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

後
者
の
方
式
が
と
ら
れ
た
の
は
近
国
・
沿
海
国
で
あ
ろ
う
。
表
4
と
延
喜
民
部
式
の
比
較
で
注
目
さ
れ
る
の
は
近
国
・
沿
海
国
の
送
進
方
法
の

相
違
で
あ
る
。
表
4
に
よ
る
と
八
世
紀
に
お
い
て
は
尾
張
・
播
磨
・
備
前
・
備
中
と
い
っ
た
近
国
・
沿
海
国
も
他
の
国
と
同
様
資
養
物
を
銭
で

送
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
延
喜
式
段
階
に
な
る
と
そ
れ
ら
の
国
々
か
ら
は
春
思
で
送
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
い
っ
か
ら
傷
病

方
法
が
変
わ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
九
・
一
〇
世
紀
の
間
で
近
国
・
沿
海
国
で
は
仕
丁
・
衛
士
の
資
養
物
の
送
進
方
法
が
銭
か
ら
米
に
変
化
す

る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
本
節
で
は
八
世
紀
後
半
以
降
、
と
り
わ
け
九
世
紀
に
な
る
と
京
進
さ
れ
る
米
の
量
が
多
く
な
る
こ
と
を
述
べ
た
。
で
は
、
な
ぜ
京
進

米
の
量
が
増
加
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
程
税
制
、
官
人
給
与
制
な
ど
財
政
構
造
全
体
の
中
で
総
合
的
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
も
の

だ
が
、
以
下
で
は
都
城
に
お
け
る
住
民
の
あ
り
が
た
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

①
　
『
平
城
宮
木
簡
一
』
総
説
六
一
頁
。

②
『
令
集
解
』
田
令
田
租
条
古
記
説
、
釈
説
。

③
早
川
庄
八
前
掲
論
文
。
な
お
、
『
大
唐
六
典
糸
巻
一
九
太
倉
男
条
に
「
給
二
四
縦
巴

　
者
、
皆
承
二
尚
書
省
符
「
豆
男
日
給
二
米
二
升
塩
二
勺
耳
糞
「
妻
妾
老
男
小
田
減
レ

　
之
、
若
老
中
小
男
元
レ
宮
、
及
見
駆
使
、
兼
鵡
国
子
監
学
生
鍼
醤
生
ハ
錐
レ
未
レ
成
レ

　
丁
、
亦
依
二
丁
例
一
」
と
あ
り
、
官
人
や
丁
・
工
へ
の
支
給
量
が
二
升
と
な
っ
て
い

　
る
の
は
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
唐
制
と
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

④
『
大
日
本
古
文
書
』
一
六
一
三
八
・
六
五
・
二
四
七
。

⑤
　
関
根
真
隆
『
奈
良
朝
食
生
活
の
研
究
』
第
九
章
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
九
年
）
。

⑥
『
類
聚
符
宣
抄
』
寛
平
六
年
八
月
四
日
官
符
。
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⑦
　
狩
野
久
「
日
米
付
札
に
つ
い
て
」
（
『
木
簡
研
究
』
三
、
一
九
八
一
年
）
。

⑧
　
弥
永
貞
三
『
日
本
古
代
社
会
経
済
史
研
究
胴
中
匹
二
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
八

　
○
年
）
。

⑨
「
凡
五
畿
内
伊
賀
等
国
地
子
混
口
癖
正
税
噛
其
陸
奥
充
二
儲
繍
井
満
山
羅
哨
出
羽

　
猷
禄
、
大
宰
所
管
諸
国
充
二
対
馬
多
徴
二
嶋
公
解
「
余
圏
交
二
重
軽
面
一
送
二
太
政
官
「

　
但
群
書
及
縁
海
国
春
レ
米
運
漕
、
其
功
賃
便
用
二
数
二
一
」
。

⑩
『
政
事
要
略
』
延
喜
一
四
年
八
月
一
五
日
官
符
所
引
。
な
お
、
『
別
聚
符
宣
抄
』

　
で
は
、
「
季
料
米
」
は
「
年
料
米
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑪
『
長
岡
京
木
簡
蕾
。

⑫
「
凡
親
王
以
下
月
料
井
諸
司
要
劇
及
大
聖
等
、
毎
月
申
レ
官
出
充
（
中
略
）
要
劇

　
者
、
録
二
前
月
応
レ
給
官
人
及
物
数
ハ
毎
月
四
日
申
レ
官
、
即
製
一
一
官
要
劇
ハ
造
伊
一
惣

　
目
病
同
日
申
二
太
政
官
ハ
諸
鐙
官
符
下
二
宮
内
省
「
十
三
日
禺
給
（
後
略
）
」
。

⑬
　
　
『
続
臼
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
二
月
丙
辰
条
、
天
平
神
護
二
年
一
〇
月
乙
巳
条
。

⑭
時
服
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
早
川
氏
に
よ
れ
ば
、
時
服
の
財
源
も
参
議
以
上

　
に
は
公
田
地
子
が
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
、
弁
官
以
下
に
は
大
蔵
物
が
用
い
ら
れ

　
て
い
る
。
な
お
、
延
喜
一
〇
年
官
符
の
「
官
人
隠
田
」
は
、
延
暦
一
八
年
論
旨
に

　
み
え
る
「
季
料
米
」
の
後
身
で
あ
ろ
う
（
早
川
庄
八
前
掲
論
文
）
。
こ
れ
ら
を
太
政

　
官
官
入
に
対
し
て
支
給
さ
れ
た
見
米
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
太
政
官
官
人

　
に
対
す
る
見
米
支
給
の
規
定
が
他
に
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
、
食
料
米
と
考
え
る

　
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

⑯
　
田
十
二
官
田
条
、
同
役
丁
条
。

⑯
『
令
集
解
』
田
細
心
官
田
条
古
記
説
。

⑰
延
喜
民
部
式
、
同
宮
内
式
、
岡
大
炊
式
、
同
造
酒
式
。

⑱
　
こ
の
他
、
天
平
期
の
正
税
帳
に
は
、
京
進
米
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
官
奴

　
碑
食
料
稲
、
匠
点
線
、
番
匠
晶
根
、
副
庸
…
毎
春
米
な
ど
が
み
え
る
が
、
い
ず
れ
も
基

　
本
的
に
は
食
料
米
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑲
栗
の
収
支
及
び
使
途
に
つ
い
て
は
、
浜
口
重
國
「
唐
の
地
税
に
つ
い
て
」
、
同

　
「
唐
の
玄
宗
朝
に
於
け
る
江
潅
上
供
米
と
地
税
と
の
関
係
」
（
同
『
秦
漢
階
瓜
田
の

　
研
究
』
下
巻
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
六
年
）
を
参
照
し
た
。

⑳
一
部
は
豆
に
週
充
さ
れ
る
。

⑳
　
薗
田
香
融
前
掲
書
一
〇
一
頁
、
早
川
庄
八
「
公
欝
稲
輝
度
の
成
立
」
（
『
史
学
雑

　
謡
十
両
六
九
一
｝
二
、
　
一
九
六
〇
年
）
。

⑫
　
延
喜
主
税
式
に
よ
る
と
、
年
料
春
蘭
貢
進
国
の
正
税
出
挙
稲
の
合
計
額
は
約
六

　
〇
〇
万
束
で
あ
り
、
利
率
を
三
割
と
す
る
と
、
年
葛
鰹
腹
黒
軽
量
㎝
八
○
○
○
石

　
余
は
そ
の
約
二
割
に
あ
た
る
。

⑳
『
延
暦
交
替
式
』
延
暦
一
四
年
七
月
二
七
日
官
符
。

⑳
　
　
『
類
聚
符
諸
種
』
寛
平
六
年
八
月
圏
日
官
符
。

⑯
　
村
井
康
彦
前
掲
書
第
一
部
第
三
霜
眉
二
節
、
早
川
庄
八
は
じ
め
に
註
②
前
掲
論

　
文
、
大
塚
徳
郎
『
平
安
初
期
敷
治
史
研
究
』
第
三
章
第
三
節
（
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
六
九
年
）
。

⑭
　
薗
照
香
融
前
掲
論
文
、
早
川
庄
八
は
じ
め
に
註
②
前
掲
論
文
。

⑳
　
『
政
事
要
略
』
延
喜
一
〇
年
一
二
月
二
七
日
官
符
。

⑳
　
『
長
岡
京
木
簡
一
臨
（
七
四
号
）
。

＠
　
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
七
』
。

⑳
　
　
『
長
岡
一
系
太
田
繍
五
一
』
訟
脚
払
嗣
六
五
百
ハ
。

⑳
　
『
長
岡
京
木
簡
こ
、
『
木
簡
研
究
臨
三
・
八
・
九
（
一
九
八
一
年
、
一
九
八
六

　
年
、
一
九
八
七
年
）
。

⑫
　
鎌
田
元
　
「
公
田
賃
租
制
の
成
立
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
三
〇
、
一
九
七
三
年
）
。

⑳
　
岸
俊
男
「
賃
租
と
販
売
」
（
岡
『
爾
本
古
代
籍
帳
の
研
究
』
、
塙
書
房
、
一
九
七

　
三
年
）
。
な
お
、
養
老
令
で
「
販
売
」
の
二
宇
が
削
除
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は

　
別
個
に
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
地
子
物
の
す
べ
て
が
軽
貨
に
交
易
さ
れ
た
の
で

　
は
な
く
、
一
都
は
地
子
米
で
直
進
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
い
は
そ
の
理
由
の
一

　
つ
か
も
し
れ
な
い
。

⑭
　
註
⑯
で
述
べ
る
鋼
納
租
穀
の
京
進
形
態
が
参
考
と
な
ろ
う
。
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⑳
　
『
類
聚
三
代
格
臨
大
同
四
年
正
月
二
六
艮
官
符
。

⑯
　
早
川
庄
八
は
じ
め
に
註
②
前
掲
論
文
。
延
喜
式
部
盤
上
に
も
「
凡
内
官
兼
二
外

　
官
一
者
、
位
禄
季
禄
並
給
二
兼
国
需
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

⑳
『
日
本
後
幕
』
弘
仁
二
年
二
月
庚
辰
条
、
『
類
聚
三
代
格
』
弘
仁
二
年
一
〇
月
一

　
五
目
官
符
に
よ
る
と
、
「
府
官
属
国
嶋
司
」
の
公
器
稲
も
、
そ
の
料
稲
の
四
分
の

　
一
（
兼
任
官
は
二
分
の
一
）
を
米
で
漕
京
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

⑱
　
『
類
聚
三
代
格
駈
弘
仁
二
年
｝
○
月
一
五
日
官
符
。

⑩
　
召
料
に
つ
い
て
村
井
康
彦
磯
は
「
か
つ
て
の
封
戸
に
か
わ
る
給
与
と
し
て
公
卿

　
に
支
給
さ
れ
た
も
の
」
（
岡
『
平
安
｛
潔
癖
の
世
界
磁
第
三
童
丁
第
二
節
、
徳
間
書
店
、

　
一
九
六
八
年
）
、
森
田
悌
氏
は
「
聖
楽
・
要
劇
・
馬
料
等
を
合
せ
た
も
の
」
（
同
「
平

　
安
・
甲
期
の
大
蔵
省
」
、
同
『
平
安
時
代
政
治
史
研
究
』
、
最
用
弘
文
館
…
、
一
九
七
八

　
年
）
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
紀
俵
明
経
賜
法
算
四
道
博
土
等
兼
国
公
癬
位
禄
季
禄
」

　
が
滞
り
が
ち
で
あ
る
事
を
訴
え
た
『
政
事
要
略
』
正
暦
照
年
一
〇
月
七
日
官
符
に

　
「
空
送
訟
任
限
ハ
不
レ
充
二
俸
料
ハ
申
二
返
位
禄
季
禄
↓
徒
有
二
兼
国
之
名
↓
曾
無
二
給

　
俸
之
実
一
」
と
あ
り
、
ま
た
『
権
記
』
長
保
元
年
一
〇
月
一
〇
臼
条
（
塾
主
の
藤
原

　
行
成
は
当
時
右
大
弁
で
大
和
権
守
を
兼
ね
て
い
た
）
に
「
当
國
遙
授
俸
料
代
内
米

　
百
五
十
石
下
符
二
枚
与
・
榊
仁
城
こ
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
季
禄
・
位
禄
あ
る

　
い
は
公
解
稲
料
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

⑳
『
政
事
要
略
臨
永
酢
二
年
二
月
二
二
日
官
符
。

＠
　
同
時
に
中
央
財
政
の
欠
乏
に
と
も
な
う
位
禄
・
季
禄
の
簸
約
と
い
う
側
面
も
あ

　
つ
た
（
土
田
直
鎮
「
兼
官
と
位
季
禄
」
『
臼
本
歴
史
』
三
四
、
　
一
九
五
｝
年
）
。

＠
　
公
卿
の
兼
国
に
つ
い
て
は
土
田
直
鎮
氏
が
す
で
に
調
査
さ
れ
て
お
り
、
東
国
の

　
正
面
が
平
安
後
期
に
な
る
と
少
な
く
な
る
理
由
と
し
て
、
「
平
安
初
期
の
蝦
夷
経

　
略
の
緊
張
が
薄
ら
い
だ
こ
と
が
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と

　
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
（
土
田
直
鎮
「
公
立
補
任
を
通
じ
て
見
た
諸
国
の
格
付
け
」

　
『
栃
木
県
史
研
究
』
九
、
　
一
九
七
五
年
）
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
位
禄
・
季
禄

　
等
に
充
て
ら
れ
る
正
税
の
京
紅
形
態
が
主
に
関
係
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑲
　
　
『
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
一
二
月
四
日
条
。

＠
　
延
喜
民
部
式
、
『
政
事
要
略
』
巻
二
七
所
引
勘
解
由
使
勘
判
抄
、
『
北
山
抄
口
巻

　
一
〇
古
今
定
功
過
例
（
紀
伊
絶
景
理
）
な
ど
。

⑮
　
別
納
程
穀
制
は
租
穀
を
位
禄
・
爵
禄
・
衣
服
な
ど
の
料
に
充
て
る
も
の
だ
が
、

　
別
納
租
穀
が
米
穀
の
形
態
で
京
進
・
支
給
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
少
な
い
と
考
え

　
る
。
ま
ず
、
輸
送
の
便
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
約
二
倍
の
嵩
と
な
る
穀
の
ま
ま
そ

　
れ
が
京
進
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
近
江
国
か
ら
穀
が
運
ば
れ
た
穀
倉
院
な
ど
一

　
部
の
特
殊
な
例
を
除
け
ば
、
穀
が
京
進
さ
れ
た
事
例
は
ま
ず
み
あ
た
ら
な
い
か
ら

　
で
あ
る
。
で
は
、
米
に
春
い
て
京
進
さ
れ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ

　
い
て
は
同
じ
く
租
界
を
用
い
た
租
春
野
が
参
考
と
な
る
。
延
醤
民
部
式
に
は
、
国

　
名
を
列
挙
し
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
・
年
機
影
囲
米
（
中
略
）

　
　
　
右
十
八
国
憲
以
二
圧
穀
内
一
春
収
、
随
二
官
符
到
一
進
之
、
其
聖
代
運
賃
期
二
正

　
　
税
ハ
不
レ
聴
ご
論
叢
レ
頴
闘
7
本
也
。

　
・
年
料
別
納
八
穀
（
中
略
）

　
　
　
右
昔
隠
蟹
各
別
納
租
穀
内
、
無
二
官
符
到
門
単
二
位
禄
毒
悪
衣
服
等
料
噸

　
　
租
春
米
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
租
穀
を
米
に
春
い
て
京
属
し
、
大
壷
に
充
て
た

　
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
各
三
飯
租
会
内
一
春
収
」
と
あ
り
、
精
代
の
こ
と

　
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
別
納
租
穀
の
方
に
は
こ
う
し
た
規
定
は
み
え
ず
、

　
米
に
春
く
こ
と
は
全
く
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
租
春
米

　
と
問
美
妙
に
巻
か
れ
て
京
進
さ
れ
て
い
だ
と
す
る
と
当
然
問
題
と
な
る
べ
き
規
定

　
が
別
納
租
穀
に
は
み
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
り
（
神
寺
諸
家
の
封
租
も
米
に
春
い
て

　
送
ら
れ
て
い
た
が
、
延
喜
主
税
式
に
は
そ
の
場
合
の
春
運
功
賃
に
つ
い
て
の
規
定

　
が
あ
る
）
、
こ
う
し
た
こ
と
は
別
納
半
張
が
登
米
と
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
　
つ
ま

　
り
京
進
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
別

　
納
租
穀
が
課
せ
ら
れ
た
国
の
多
く
は
、
琴
海
・
東
肉
・
山
陰
道
を
中
心
と
し
た
非

　
近
国
・
非
沿
海
国
で
あ
っ
て
、
古
代
さ
ら
に
は
中
世
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
国
六
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か
ら
米
穀
が
京
進
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
り
（
永
原
慶
二
前
掲
論
文
、

　
網
野
銀
面
前
掲
論
文
）
、
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
も
輪
舞
音
譜
が
米
穀
の
形
態
で
京

　
進
さ
れ
た
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。

　
　
な
お
、
励
宮
窪
穀
が
課
せ
ら
れ
た
園
の
多
く
が
非
近
国
・
非
沿
海
国
で
あ
っ
た

　
の
は
、
官
人
給
与
が
元
来
は
調
頭
物
雁
軽
量
で
あ
り
、
ま
た
穏
春
米
が
課
せ
ら
れ

　
た
国
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

⑯
　
『
続
露
本
紀
』
天
平
元
年
九
月
庚
寅
条
、
『
目
本
紀
略
無
弘
仁
七
年
三
月
庚
午
条
。

⑰
　
『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
四
年
九
月
二
二
日
官
符
は
、
西
海
道
諸
国
が
大
宰
府
に

　
納
め
る
雑
米
の
納
入
期
限
や
未
進
の
際
の
罰
翔
を
定
め
た
も
の
だ
が
、
そ
の
な
か

　
で
民
部
省
式
や
延
暦
一
四
年
七
月
二
七
日
格
を
引
用
し
た
後
、
「
謹
案
二
件
文
「
専

　
論
二
線
顯
「
未
レ
及
二
西
道
ハ
姦
雄
下
物
不
レ
納
二
京
庫
噛
事
不
測
経
二
所
司
一
也
」
と
述
べ

　
ら
れ
て
い
る
。

⑱
『
別
聚
染
色
抄
隔
。
こ
の
官
符
に
は
日
付
が
な
い
が
、
こ
れ
は
同
一
臼
付
の
宮

　
符
の
集
合
体
が
簡
略
化
さ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
（
長
沢
洋
「
王
朝
国
家
期
の
財
政

　
政
策
」
、
『
王
朝
国
家
国
政
史
の
研
究
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
）
。
な
お
、

　
こ
の
一
連
の
天
禄
二
年
官
符
で
は
、
年
黙
認
米
貢
進
国
で
な
い
大
和
、
河
内
、
摂

　
津
、
和
泉
、
能
登
、
周
防
、
長
門
な
ど
に
対
し
て
も
黒
米
の
貢
進
が
命
じ
ら
れ
て

　
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

⑧
　
　
『
権
記
』
の
記
事
に
「
公
用
料
」
と
み
え
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ

　
る
。
な
お
、
長
沢
氏
は
蔵
人
所
が
こ
れ
ら
の
収
納
・
繊
給
の
主
体
と
な
っ
た
と
し

　
て
お
ら
れ
る
（
長
沢
洋
前
掲
論
文
）
。

⑭
　
仕
丁
・
衛
士
の
資
養
物
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
貫
孝
「
仕
丁
制
度
の
研
究
」
（
『
史

　
観
』
二
四
・
二
五
・
二
六
・
二
七
、
一
九
照
○
・
一
九
四
一
年
）
、
弥
永
貞
三
「
仕

　
丁
の
研
究
」
（
同
前
掲
書
）
、
橋
本
裕
「
衛
士
制
の
運
用
を
め
ぐ
っ
て
」
（
同
『
律

　
令
軍
団
制
の
研
究
』
、
一
九
八
二
年
）
、
鬼
頭
清
明
「
平
城
宮
出
土
の
衛
士
関
係
木

　
簡
に
つ
い
て
」
（
『
木
簡
研
究
』
五
、
　
一
九
八
三
年
）
、
櫛
木
謙
周
「
律
令
制
下
に

　
お
け
る
産
調
資
養
綱
度
」
（
『
霞
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
八
、
一
九
八
四
年
）
を

　
参
照
し
た
。

⑪
鬼
頭
清
瞬
氏
は
、
信
濃
・
上
野
な
ど
遠
方
の
国
の
國
養
物
に
も
銭
が
充
て
ら
れ

　
て
い
る
こ
と
、
平
城
京
で
作
製
さ
れ
た
二
月
物
関
係
の
木
簡
が
存
在
す
る
こ
と
な

　
ど
か
ら
、
そ
れ
ら
の
国
は
銭
以
外
の
物
を
乱
撃
し
て
京
華
で
そ
れ
を
銭
に
か
え
て

　
国
養
物
と
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
（
鬼
頭
清
明
註
⑳
前
掲
論
文
）
。

　
し
か
し
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
平
茸
京
で
銭
と
交
換
す
る
た
め
に

　
わ
ざ
わ
ざ
重
貨
で
あ
る
米
を
送
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
そ
の
場
合
で
も

　
軍
事
さ
れ
た
の
は
軽
物
で
あ
っ
て
米
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

＠
　
宝
亀
七
年
の
「
備
前
国
津
高
郡
津
高
郷
陸
照
売
買
券
」
（
『
大
日
本
古
文
書
隠
六

　
一
五
九
一
）
に
み
え
る
「
火
皿
養
絶
」
を
国
養
物
の
系
列
で
考
え
て
よ
い
と
す
れ

　
ば
、
備
前
国
に
お
い
て
は
宝
亀
七
年
の
段
階
で
は
ま
だ
春
米
は
送
ら
れ
て
い
な
か

　
つ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
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第
二
章
　
都
城
と
米
の
需
要

一

本
節
で
は
、
八
世
紀
と
八
世
紀
末
以
降
、
と
り
わ
け
九
・
一
〇
世
紀
と
の
間
で
、
都
城
の
住
民
の
生
活
基
盤
・
生
活
形
態
が
ど
の
よ
う
に
変



京進米と都城（寺内）

化
し
た
か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
平
城
京
の
住
民
の
う
ち
、
五
位
以
上
ク
ラ
ス
の
上
級
官
人
は
そ
の
縮
約
百
人
と
い
わ
れ
、
律
令
国
家
権
力
の
中
枢
部
を
形
成
す
る
政
治
的
特

権
階
級
で
あ
っ
た
。
官
僚
た
る
彼
ら
に
は
位
禄
、
革
質
、
位
封
、
位
田
、
哲
人
、
さ
ら
に
大
納
言
以
上
に
は
海
田
、
職
封
と
五
位
以
下
と
は
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

段
の
差
が
あ
る
諸
給
与
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
彼
ら
に
は
国
家
か
ら
構
内
に
宅
地
が
班
給
さ
れ
、
そ
こ
に
構
え
た
邸
宅
は
彼
ら
の
諸
活

動
の
拠
点
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
彼
ら
五
位
以
上
ク
ラ
ス
の
上
級
官
人
は
一
応
都
城
内
に
集
住
し
て
い
た
も
の
の
純
粋
の
都
市
生
活
者
で
は
な

か
っ
た
。
大
伴
氏
が
竹
田
庄
・
跡
見
庄
を
有
し
、
田
地
の
経
営
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
「
「
み
や
こ
」
を
志
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

し
つ
蕊
も
、
今
一
方
の
足
を
「
み
な
か
」
に
根
下
ろ
し
て
み
た
」
の
で
あ
る
。
薗
田
香
融
氏
は
奈
良
朝
貴
族
が
「
み
や
こ
」
と
「
み
な
か
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

両
方
に
わ
た
る
生
活
圏
を
有
し
て
い
た
こ
と
を
万
葉
貴
族
の
「
両
貫
性
」
と
表
現
さ
れ
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

解
　
　
　
　
申
依
父
母
家
丼
資
財
奪
取
請
［
］
事

某
姓
ム
甲
　
　
左
京
七
条
一
坊
［
目
目
］
外
従
五
位
下
ム
甲

A
口
々
承
麗
丁
区
　
　
　
一
区
甲
尤
物
　
　
　
口
在
左
京
七
【
坊

壱
区
　
板
倉
参
宇
に
醇
鰯
錨
輔
屋
「
醇
雑
励
職
一
宇
物
在
並
父
所
□
［

鱗麟

|
耀
一
宇
　
並
在
雑
物
□
［

在
右
京
七
条
三
坊
　
壱
区
櫨
副
朝
　
　
馴
鮒
匿
紹
懸
屋
一
宇

薯
京
七
条
三
坊
壱
轟
講
n
u
［
臓
聾
［

聾
㌃
並
轟
魏
誰
力
．
畷
匙
□
［

　
上
件
弐
家
父
母
共
相
成
家
者

以
前
ム
甲
可
親
父
ム
閣
守
補
任
置
退
下
支
然
間
以
去
宝
字
［

死
去
然
ホ
父
可
妹
三
人
同
心
温
処
々
ホ
［
口
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m
父
力
〕
〔
礼
喪
力
〕
④

　
　
　
奪
取
此
乎
ム
甲
奨
患
良
久
ロ
ロ
我
覇
自
［

　
　
　
　
　
　
　
（
後
略
）

　
こ
れ
は
、
父
母
の
家
四
区
が
父
の
死
後
父
の
妹
三
人
に
奪
い
取
ら
れ
た
と
し
て
子
の
「
某
姓
ム
甲
」
が
訴
え
て
出
た
も
の
で
、
当
時
に
お
け
る

五
位
ク
ラ
ス
の
官
人
の
所
有
す
る
家
・
宅
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
よ
る
と
父
母
の
家
四
区
は
、
左
京
七
条
一
病
、

右
京
七
条
三
王
、
右
京
七
条
泥
坊
、
及
び
大
和
国
に
あ
っ
た
が
、
二
番
目
の
家
が
建
物
や
資
財
の
内
容
か
ら
し
て
中
心
的
な
家
で
あ
っ
た
。
そ

し
て
注
屡
す
べ
き
は
四
番
昌
の
大
和
国
に
あ
る
家
で
、
屋
・
倉
の
他
に
釜
・
薩
・
馬
船
な
ど
の
資
財
が
注
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
「
大
和
国
に
所
在
す
る
こ
の
家
が
京
内
で
の
生
活
を
支
え
る
た
め
の
生
産
拠
点
（
庄
所
）
の
一
つ
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
父
母
は
館
内
に
中
心
的
な
家
を
構
え
る
一
方
で
、
大
和
国
内
に
生
産
拠
点
を
有
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
先
述
し
た
奈
良
朝
貴
族
の
「
両
貫

性
」
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
五
位
以
上
ク
ラ
ス
の
官
人
は
京
内
の
邸
宅
を
生
活
の
中
心
の
場
と
し
つ
つ
も
、
決
し
て
農
業

・
生
産
か
ら
遊
離
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
次
に
、
六
位
以
下
ク
ラ
ス
の
下
級
官
入
の
数
は
六
、
七
〇
〇
〇
に
の
ぼ
り
、
官
人
の
圧
倒
的
多
数
は
こ
の
ク
ラ
ス
に
属
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
食
料
米
の
大
部
分
は
こ
の
ク
ラ
ス
の
官
人
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
り
、
ま
た
季
禄
も
個
々
の
支
給
額
は
五
位
以
上
に
較

べ
れ
ば
少
量
で
あ
る
が
、
全
体
量
に
占
め
る
割
合
は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
も
ま
た
上
級
官
人
と
同
様
純
粋
な
都
市
生
活
者
で

は
な
か
っ
た
。
一
九
六
六
年
平
城
宮
廷
車
立
南
隅
か
ら
下
級
官
人
の
選
叙
・
考
課
関
係
の
木
簡
が
大
量
に
出
土
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
よ
る
と
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

級
官
人
の
本
貫
地
の
中
で
左
右
京
が
占
め
る
割
合
は
一
五
％
に
す
ぎ
ず
、
畿
内
が
五
一
％
で
残
り
が
慮
外
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
貫

地
が
現
実
の
居
住
地
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
下
級
官
人
が
多
く
出
仕
し
た
写
経
所
の
請
暇
解
で
「
鴨
大
神
又
氏
神
祭
奉
」
、

　
　
　
　
⑧

　
「
私
氏
神
奉
」
な
ど
を
請
暇
の
理
由
と
し
て
い
る
の
は
、
在
地
と
の
結
び
付
き
が
深
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
、
写
経
所
の
建
物
と
し
て
「
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

師
等
宿
所
」
「
経
師
息
所
」
が
あ
る
の
は
自
宅
が
京
及
び
そ
の
近
辺
に
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
平
城
京
跡
か
ら
次
の
よ
う

な
木
簡
が
出
土
し
て
い
る
。
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召
急

津
嶋
連
生
石

山
部
宿
祢
東
人
平
群
郡

忍
海
連
宮
立
忍
海
郡

春
日
椋
人
生
村
宇
太
郡

一二

逸
A
足
嶋
山
辺
郡

大
豆
造
今
志
広
背
郡

京進米と都誠（寺内）

　
　
刑
部
造
兄
人
　
　
　
　
　
　
和
銅
六
年
五
月
十
田
使
葦
屋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

　
　
小
長
谷
連
赤
麻
呂
　
右
九
　
椋
人
大
田
　
充
食
馬

　
　
小
長
谷
連
荒
当
志
貨
上
郡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

　
こ
れ
は
九
人
の
下
級
官
人
に
対
す
る
召
文
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
う
ち
六
人
に
つ
い
て
は
そ
の
居
住
地
が
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
実
際
の
居
住
地
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
京
外
者
に
の
み
給
さ
れ
る
食
馬
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
か
で
あ
り
、
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

級
官
人
の
本
拠
が
京
内
に
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
史
料
の
一
つ
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
下
級
官
人
の
多
く
は
課
外
に
本
拠
を
構
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
京
内
に
本
拠
を
置
く
者
が
い
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

わ
け
で
は
な
い
。
月
借
銭
解
に
お
い
て
京
内
の
家
を
質
と
し
て
い
る
者
な
ど
は
あ
る
い
は
そ
の
例
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
事
例

は
決
し
て
多
く
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
⑭

　
人
口
一
〇
万
と
い
わ
れ
る
平
城
京
の
住
民
の
大
半
は
一
般
京
戸
で
あ
る
。
彼
ら
に
は
口
分
田
が
給
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
彼
ら
も
基
本

的
に
は
農
民
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
京
職
の
大
夫
の
職
掌
に
は
諸
国
の
国
守
と
異
な
り
「
並
等
農
桑
」
が
な
く
、
京
で
は
農
業
経
営
の
問
題
が

軽
視
さ
れ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
口
分
田
が
遠
隔
地
に
班
給
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
田

地
の
近
く
に
居
住
す
る
か
あ
る
い
は
賃
租
に
出
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
一
般
京
戸
の
も
う
一
つ
の
生
計
の
手
段
は
雇
用
労
働
へ
の
従
事
で
あ
る
。
大
量
の
人
員
を
要
す
る
造
寺
・
造
営
事
業
を
あ
い
つ
い
で
行
っ
た

政
府
に
と
っ
て
、
宮
内
の
住
民
は
労
働
力
と
し
て
不
可
欠
の
存
在
で
あ
っ
た
。
一
方
、
農
業
生
産
か
ら
遊
離
し
た
住
民
に
と
っ
て
は
、
生
計
を
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営
む
上
で
、
ま
た
調
下
槍
を
確
保
す
る
た
め
に
も
雇
用
労
働
に
従
事
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
天
平
宝
字
三

年
の
夏
か
ら
四
年
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
た
法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
の
造
営
は
、
造
営
現
場
だ
け
で
雇
工
・
雇
夫
あ
わ
せ
て
延
べ
三
三
〇
〇
〇
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

人
の
雇
用
労
働
者
が
従
事
し
、
彼
ら
が
労
働
力
の
大
半
を
担
っ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
政
府
の
造
寺
・
造
営
事
業
が
京
内
外
の

雇
用
労
働
力
に
頼
る
側
面
が
大
き
か
っ
た
様
子
を
あ
ら
わ
し
て
い
よ
う
。
と
同
時
に
、
法
華
寺
阿
弥
陀
浄
土
院
の
造
営
が
農
繁
期
、
農
閑
期
を

通
し
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
雇
用
労
働
者
の
多
く
が
農
業
生
産
か
ら
離
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
平
城
京
段
階
で
は
、
都
城
で
の
集
住
が
一
応
な
さ
れ
て
は
い
て
も
、
農
村
と
の
関
係
が
完
全
に
は
断
ち
切
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

の
だ
が
、
都
が
平
城
京
か
ら
長
岡
京
へ
、
さ
ら
に
平
安
京
に
移
る
に
と
も
な
い
、
京
師
の
住
民
は
次
第
に
都
市
生
活
者
と
し
て
の
要
素
を
強
め

て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
上
級
官
人
ク
ラ
ス
の
貴
族
層
の
九
・
一
〇
世
紀
に
お
け
る
生
活
基
盤
・
生
活
形
態
を
具
体
的
に
あ
ら
わ
す
史
料
は
乏
し
い
が
、
こ
れ
ま
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

研
究
で
は
主
と
し
て
彼
ら
貴
族
層
の
意
識
・
観
念
の
変
化
か
ら
、
彼
ら
は
平
安
遷
都
後
都
市
貴
族
化
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
伊

勢
物
語
』
に
み
ら
れ
る
都
鄙
意
識
、
『
枕
草
子
』
（
家
団
本
）
の
「
い
や
し
げ
な
る
も
の
（
中
略
）
田
舎
五
位
、
な
に
も
田
舎
も
の
は
い
や
し
げ
な
り
」

と
い
う
「
田
舎
」
に
対
す
る
蔑
視
観
念
は
、
彼
ら
が
農
村
か
ら
離
れ
、
平
安
京
の
み
を
活
動
の
舞
台
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
決
し
て
無

関
係
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
「
首
都
た
る
平
安
京
に
集
住
し
た
貴
族
は
、
与
え
ら
れ
る
俸
禄
が
「
代
耕
の
禄
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
に
示
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

れ
る
よ
う
に
、
本
貫
を
離
れ
、
農
業
生
産
か
ら
遊
離
し
た
、
本
来
的
に
都
市
民
た
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
存
在
」
と
な
っ
て
い
く
。
農
村
に
片

方
の
足
を
置
い
て
い
た
奈
良
時
代
の
貴
族
と
異
な
り
、
平
安
貴
族
は
純
粋
の
都
市
生
活
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
下
級
官
人
も
同
様
に
そ
の
本
拠
を
農
村
か
ら
都
城
へ
移
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
下
級
官
人
を
中
心
と
し
た
地
方
民
の
京
貫
記
事
が
延
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

一
五
年
を
初
例
と
し
て
九
世
紀
に
数
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
左
右
京
へ
の
貫
付
が
直
ち
に
彼
ら
の
活
動
の
拠

点
の
移
動
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
京
貫
記
事
は
そ
う
し
た
動
き
を
一
定
度
反
映
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
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四国米と都誠（寺内）

　
ま
ず
、
壁
貫
記
事
に
み
え
る
旧
本
貫
地
を
調
べ
て
み
る
と
、
畿
内
が
五
三
％
、
畿
外
が
四
七
％
の
割
合
と
な
り
、
前
者
が
過
半
数
を
占
め
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
は
先
の
平
城
宮
出
土
の
考
課
・
選
出
木
簡
の
内
容
と
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
、
京
葉
記
事
の
中
で
配
付

地
が
具
体
的
に
わ
か
る
例
を
集
め
た
も
の
が
表
5
で
あ
る
。
貫
付
さ
れ
た
場
所
が
二
条
か
ら
六
条
、
と
り
わ
け
三
条
以
南
に
多
く
集
ま
っ
て
い

る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
京
貫
記
事
が
下
級
官
人
の
平
安
京
へ
の
定
着
を
音
心
饗
す
る
か
否
か
で
あ
る
が
、
ま
ず
と
り
あ
げ
た
い
の
は
三
善
清
行
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

見
封
事
＝
一
箇
条
の
第
一
一
条
で
あ
る
。
第
一
一
条
は
六
衛
府
の
舎
人
を
と
り
あ
げ
た
も
の
で
、
六
衛
府
の
舎
人
は
毎
月
結
善
し
、
当
番
に
は

諸
衛
の
警
備
に
当
た
り
、
佗
番
に
は
京
洛
に
島
田
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
彼
ら
は
無
断
で
本
国
に
帰
り
、
国
司
に
対
し
て
横
暴
を
は
た
ら
い
て

い
る
。
そ
こ
で
、
今
後
は
許
可
な
く
本
国
に
戻
る
こ
と
は
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
、
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
六
衛
府
舎
人
の
多
く
が
在

地
と
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
だ
が
、
問
題
と
し
た
い
の
は
、
彼
ら
の
よ
う
に
在
地
に
本
拠
を
持
つ
者
が
黒
髪
で
勤
務
に

あ
た
る
際
ど
こ
に
住
ん
で
い
た
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
＝
条
を
み
て
み
る
と
「
当
番
陪
二
丁
兵
欄
ハ
嬉
嬉
休
二
寧
京
洛
一
雌
広
覧
棚
懐
、
」
と
あ
り
、

帯
刀
町
が
そ
れ
に
あ
た
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
例
は
他
に
も
み
ら
れ
、
「
仕
丁
町
」
、
「
織
部
司
織
手
町
」
、
「
衛
士
町
」
、
「
右

　
　
　
　
⑳

近
衛
舎
人
町
」
と
い
う
よ
う
に
、
官
司
ご
と
に
官
衙
町
が
形
成
さ
れ
、
そ
こ
に
六
衛
府
舎
人
の
よ
う
な
人
々
が
居
住
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
　
こ
う
し
た
官
衙
町
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
だ
が
、
『
黒
皮
抄
』
に
よ
る
と
先
の
帯
刀
町
が
二
条
南
堀
川
東
」
と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
。

て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
大
内
裏
の
東
西
、

　
鯨
1
3
7
玲
8
9
2
・
・

fi　5

暴

馬
条
条
条
条
条
条
条
条

王
2
3
4
5
6
7
8
9

2
7
8
3
4
4
ー
エ
ー

二
条
大
路
よ
り
北
に
あ
り
、
三
条
大
路
よ
り
南
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る

　
と
こ
ろ
で
、
地
方
民
が
京
貫
さ
れ
る
場
合
に
は
、
実
際
の
居
住
地
が
貫
窪
地
と
な
る
の
が
一
般
的

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現
実
の
居
住
地
と
は
無
関
係
の
場
所
へ
の
貫
付
は
、
京
職
に
よ
る
京
戸
支

配
の
上
か
ら
も
想
定
し
難
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
先
の
六
衛
府
舎
人
の
よ
う
な
本

国
に
拠
点
を
有
す
る
も
の
が
形
だ
け
学
内
に
籍
を
移
し
た
と
す
る
と
、
彼
ら
が
実
際
に
居
住
し
て
い

る
官
衙
町
が
盛
付
地
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
表
5
に
よ
る
と
京
貫
記
事
の
貫
付
地
に
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は
二
条
以
北
は
少
な
く
、
こ
う
し
た
こ
と
は
京
貫
者
の
多
く
が
六
衛
府
舎
人
の
よ
う
に
宮
衙
町
に
は
住
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
、
県

内
に
一
時
的
に
居
住
す
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
京
貫
記
事
の
貫
付
地
の
多
く
が
三
条
以
南
で
あ

る
こ
と
は
、
京
貫
が
形
式
上
の
も
の
で
は
な
く
、
彼
ら
の
京
内
へ
の
定
着
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
周
知
の
通
り
、
平
安
京

の
北
部
は
営
衙
町
や
高
級
貴
族
の
邸
宅
が
多
く
、
一
般
京
戸
の
住
居
は
中
南
部
に
集
中
し
て
い
た
の
だ
が
、
京
貫
記
事
の
貫
酔
興
の
多
く
は
後

者
に
属
し
て
お
り
、
彼
ら
の
新
た
な
活
動
の
拠
点
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
場
所
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
八
世
紀
末
以
降
数
多
く
み
ら
れ
る
京
貫
記
事
が
実
態
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
こ
う
し
た
推
測
が
正
し

い
と
す
る
と
、
下
級
官
製
も
次
第
に
都
城
に
活
動
の
中
心
を
移
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
先
の
六
衛
府
舎
人
の
よ
う
に

依
然
と
在
地
を
拠
点
と
す
る
者
も
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
全
体
的
に
み
れ
ば
、
下
級
官
人
の
都
市
住
民
化
の
傾
向
は
否
定
し
難
い
事
実
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
一
般
京
戸
の
動
き
で
あ
る
が
、
ま
ず
問
題
と
す
べ
き
は
盤
外
の
民
の
京
内
へ
の
流
入
で
あ
る
。
延
暦
一
九
年
、
「
皇
民
挾
レ
粁
、
競
貫
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

京
畿
一
」
の
た
め
、
京
畿
内
で
の
隠
首
・
傍
出
が
禁
止
さ
れ
た
。
大
同
元
年
に
そ
れ
ら
は
許
さ
れ
た
が
、
斉
衡
二
年
に
な
る
と
括
嵐
は
再
び
禁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊨

止
さ
れ
、
寛
平
三
年
に
も
重
ね
て
同
様
の
措
置
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
九
世
紀
に
な
る
と
京
畿
内
へ
の
畿
外
の
民
の
中
貫
が
多
く
な
る

の
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
京
畿
内
へ
の
付
貫
が
戸
籍
の
上
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
た
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
鬼
頭
氏
の
い
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
括
出
は
現
に
京
畿
内
に
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
括
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
畿
外
の
民
の
京
畿
内
へ
の
流

入
は
一
定
度
事
実
と
し
て
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
畿
外
の
民
が
京
畿
内
に
流
入
す
る
要
因
の
一
つ
は
、
「
都
鄙
之
民
、
賦
役
不
レ
同
」
、
「
外
土
之
民
、
出
町
二
京
畿
ハ
多
遁
二
課
役
噛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

無
二
懐
レ
土
心
こ
と
あ
る
よ
う
に
、
畿
内
と
畿
外
の
課
役
の
軽
重
の
差
に
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
と
、
京
と
畿
内
諸
国
を
較
べ
る
と
、
「
畿
内
百
姓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

錐
三
貢
賦
軽
二
於
外
国
ハ
而
鮮
美
重
二
於
京
芦
二
、
「
京
戸
土
人
、
諜
個
癖
レ
同
、
軽
重
各
別
」
と
あ
っ
て
、
京
の
方
が
課
役
が
軽
か
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
の
で
、
京
畿
内
の
中
で
も
と
り
わ
け
京
に
流
入
者
が
多
か
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
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京進米と都城（寺内）

　
で
は
、
こ
の
よ
う
に
増
大
化
し
た
一
般
京
戸
の
生
活
基
盤
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
よ
う
に
八
世
紀
の
一
般
京
戸
の
生

計
の
手
段
は
口
分
田
と
雇
用
労
働
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
こ
の
う
ち
口
分
田
は
九
世
紀
に
な
る
と
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

延
暦
一
一
年
に
は
、
京
畿
内
の
女
性
に
は
男
性
に
与
え
た
口
分
田
の
残
り
を
支
給
し
、
奴
碑
に
は
与
え
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
女
性
の
班

給
量
は
減
少
し
、
天
長
期
に
三
〇
歩
、
承
和
期
に
は
二
〇
歩
と
な
り
、
元
慶
三
年
に
な
る
と
京
戸
の
女
性
の
口
分
田
が
停
め
ら
れ
、
畿
内
の
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

性
に
加
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
口
分
田
の
班
給
地
も
京
の
近
郊
だ
け
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
京
戸
の
口
分
田

の
支
給
量
は
次
第
に
減
少
す
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
京
戸
を
さ
ら
に
農
業
生
産
か
ら
遠
ざ
け
、
雇
用
労
働
へ
の
依
存
を
強
め
さ
せ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
勅
、
租
税
之
本
、
備
二
黒
水
旱
ハ
銭
畠
之
財
、
馬
繋
不
レ
食
、
野
草
、
京
職
多
有
レ
収
レ
銭
、
事
須
齢
一
賎
レ
末
貴
レ
本
、
一
絶
ジ
収
レ
銭
、
女
癖
民
有
二
貧
富
ハ
不
二

　
　
必
蓄
ツ
穀
、
宜
レ
聴
二
貧
乏
之
徒
進
7
銭
、
通
計
不
レ
得
レ
過
一
西
分
之
一
叩

　
こ
れ
は
京
職
が
租
税
を
銭
で
収
取
す
る
こ
と
を
今
後
禁
止
す
る
が
、
貧
窮
民
は
従
来
通
り
銭
で
納
め
て
も
よ
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

か
ら
京
戸
が
銭
で
租
税
を
納
入
し
て
い
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
京
芦
の
農
業
生
産
か
ら
の
遊
離
と
雇
用
労
働
へ
の
従
事
が
う
か
が
え
る
の
だ
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下
層
民
ほ
ど
そ
う
し
た
傾
向
が
強
く
、
農
業
生
産
か
ら
離
れ
た
三
々
の
生
活
が
き
わ
め
て
不
安
定
で
あ

表6

＿般の賑給隠中灘

1
1
4
3
2
1
1
8
2
0
1
2

19
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w
4
7
3
9
6
0
3
2
1
2

701一一725

726一一750

751一一J775

776一一800

801一一825

826一一850

85工～875

876一一887

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

つ
た
様
子
を
物
語
っ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
九
世
紀
に
な
る
と
流
入
者
の
増
大
、
生
活
基
盤
の
変
化
に
よ
っ
て
不
安
定
な
生
活
を
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

る
京
戸
が
多
く
な
る
の
だ
が
、
彼
ら
に
対
す
る
飢
疫
時
の
救
済
措
置
が
京
中
賑
給
で
あ
る
。
次
に
、
こ

の
京
中
賑
給
を
素
材
と
し
て
九
世
紀
の
一
般
京
戸
の
実
態
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　
国
史
に
み
え
る
京
中
賑
給
記
事
を
み
て
い
く
と
、
九
世
紀
に
入
る
と
急
に
劇
中
賑
給
の
事
例
が
多
く

な
る
こ
と
に
気
づ
く
。
表
6
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
般
の
賑
給
は
八
世
紀
と
九
世
紀
で
は
大
差
な

い
の
に
、
京
中
賑
給
の
場
合
は
九
世
紀
に
な
る
と
施
行
例
が
著
し
く
多
く
な
る
の
で
あ
る
。
京
内
に
対
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表7

山城！大和｝河内1和泉｝摂津

5
6
7
2
7
5
3
2

4
6
6
3
5
5
4
2

6
8
6
4
8
4
5
2

5
8
5
2
5
5
4
2

4
5
6
2
7
5
3
0

701”一725

726一一750

751”v775

776一一SOO

801’v825

826－v85e

851一一875

876n－887

　
京
中
賑
給
の
施
行
理
由
で
飢
饒
に
次
ぐ
も
の
が
疫
病
で
あ
る
。

二
三
例
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

じ
国
に
対
し
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

に
対
し
て
一
九
回
も
賑
給
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

る
。
大
同
二
、
三
年
は
全
国
的
に
疫
病
の
流
行
し
た
年
で
あ
る
が
、

ち
四
回
は
一
か
月
の
問
に
集
中
し
て
い
る
。

諸
国
で
は
疫
病
者
を
対
象
と
し
て
賑
給
が
同
一
年
に
二
回
以
上
な
さ
れ
た
例
は
な
い
。

　
　
　
し
て
だ
け
賑
給
が
多
く
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
畿
内
諸
国
と
の
比
較
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
確
と
な
ろ
う
。

　
　
　
表
7
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
畿
内
諸
国
へ
の
賑
給
は
九
世
紀
に
な
っ
て
も
そ
の
回
数
は
決
し
て
増

　
　
　
え
て
は
い
な
い
。
特
に
山
城
国
で
八
世
紀
と
九
世
紀
の
間
に
変
化
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
京
内
に
対

　
　
　
す
る
賑
給
の
増
加
が
京
独
自
の
要
因
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
京
独
自
の
政
治
的
・

　
　
　
経
済
的
・
社
会
的
条
件
が
賑
給
の
急
増
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
さ
て
、
掌
中
賑
給
の
施
行
理
由
と
し
て
最
も
多
く
み
う
け
ら
れ
る
の
が
飢
謹
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

　
　
　
表
7
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
京
中
で
そ
う
し
た
賑
給
が
な
さ
れ
て
い
て
も
、
山
城
な
ど
京
周
辺
の
諸

　
　
　
国
で
は
賑
給
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
京
と
周
辺
諸
国
の
気
候
条
件
は
同
じ
で
あ
ろ
う

　
　
　
か
ら
、
も
し
京
戸
が
諸
国
の
班
田
農
民
と
同
じ
生
活
基
盤
を
有
し
て
い
た
の
な
ら
、
す
な
わ
ち
、
同
じ

　
　
　
く
主
と
し
て
機
業
生
産
に
従
事
し
て
い
た
の
な
ら
、
京
だ
け
が
飢
饅
の
た
め
に
賑
給
が
な
さ
れ
る
と
い

～
　
　
う
事
態
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
京
戸
の
生
活
基
盤
が
諸
国
の
班
照
農
民

　
　
　
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
世
紀
の
国
史
に
よ
る
と
、
疫
病
者
を
対
象
と
す
る
諸
国
の
賑
給
は
全
部
で

疫
病
者
を
対
象
と
す
る
西
中
賑
給
は
一
九
例
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
諸
国
に
お
い
て
は
、
疫
病
に
よ
る
賑
給
が
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
、
賑
給
が
全
く
な
さ
れ
な
い
国
も
多
い
の
だ
が
、
京
の
場
合
は
そ
こ
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
も
、
京
に
お
い
て
は
疫
病
に
よ
る
賑
給
が
集
中
的
に
な
さ
れ
る
場
合
が
よ
く
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
両
年
に
は
芳
墨
に
対
し
て
五
回
も
続
け
て
賑
給
が
な
さ
れ
、
そ
の
う

　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
　
　
　
　
ま
た
、
承
和
七
年
に
も
三
か
月
の
間
に
二
回
も
続
け
て
疫
民
に
対
し
て
賑
給
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
が
っ
て
、
京
に
お
い
て
は
疫
病
の
発
生
率
が
高
か
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つ
た
だ
け
で
な
く
、
　
一
旦
疫
病
が
は
や
る
と
大
き
な
被
害
を
受
け
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、

な
交
通
が
も
た
ら
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
は
京
に
お
け
る
人
口
の
増
大
・
密
集
・
頻
繁

二

京進米と都城（寿内）

　
前
節
で
は
、
九
世
紀
に
な
る
と
都
城
の
住
民
が
次
第
に
農
業
生
産
か
ら
遊
離
し
て
い
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る

た
め
、
本
節
で
は
、
九
世
紀
に
な
る
と
流
通
経
済
が
一
段
と
進
展
し
、
京
内
に
多
く
の
食
料
が
流
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
い
と

思
う
。
農
業
生
産
か
ら
離
れ
た
都
城
住
民
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
食
料
を
自
給
で
き
な
い
非
生
産
者
一
消
費
者
で
あ
り
、
一
般
京
戸
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
官
人
の
場
合
も
食
料
米
が
給
さ
れ
る
の
は
宮
人
本
人
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
消
費
老
人
口
の
増
加
は
都
城
で
の
食
料
に
対

す
る
需
要
を
高
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
非
生
産
者
住
民
の
多
く
は
流
通
経
済
に
依
存
し
て
食
料
を
確
保
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
、
消
費
者
人
口
の
増
加
は
一
方
で
流
通
経
済
の
進
展
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
京
で
の
食
料
の
流
通
に
つ
い
て
は
、
九
世
紀
に
な
る
と
京
中
賑
給
に
際
し
て
銭
が
支
給
さ
れ
て
い
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
表
8
は
、

九
世
紀
の
京
中
賑
給
の
う
ち
、
支
給
物
が
具
体
的
に
わ
か
る
例
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
米
・
穀
・
塩
と
な
ら
ん
で
銭
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

く
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
銭
は
「
飯
米
銭
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
米
な
ど
の
食
料
を
購
入
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
、
飢
疫
民
救
済
の
た
め
の
賑
給
に
食
料
で
な
く
銭
が
支
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
京
内
に
お
い
て
米
以
下

の
食
料
が
広
く
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
よ
う
。
京
内
で
容
易
に
そ
れ
ら
を
入
手
で
き
る
条
件
が
前
提
に
な
い
と
、
銭
を
用
い
て
の
賑

fi　8

6
　
6
　
　
5

米
塩
銭
穀
の

4
　
　
2

　
他

　
そ

給
は
飢
疫
民
救
済
措
置
と
し
て
全
く
無
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
次
に
、
都
城
へ
の
食
料
の
流
入
に
つ
い
て
は
欝
乎
賑
給
に
次
の
よ
う
な
事
例
が
あ
る
。

　
寒
中
賑
給
の
要
因
と
し
て
最
も
多
く
み
ら
れ
る
の
が
飢
鰹
と
疫
病
で
あ
る
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
だ
が
、
注
目
し
た

い
の
は
そ
れ
ら
に
次
い
で
多
い
の
が
縣
雨
に
よ
る
賑
給
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
黒
雨
と
賑
給
が
結
び
付
く
か
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で
あ
る
が
、
西
に
葛
野
川
、
東
に
鴨
川
を
も
つ
平
安
京
が
水
害
に
弱
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
霧
雨

の
た
め
水
害
が
起
こ
り
、
そ
の
結
果
賑
給
が
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
天
安
二
年
五
月
二
九
日
の
賑
給
は
「
苦
レ
諜
之

　
⑲

窮
民
」
に
対
し
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
こ
の
場
合
は
七
日
前
の
二
二
日
に
洪
水
の
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
水
害
が
関
係
し
て

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
霧
雨
の
た
め
水
害
が
起
き
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
例
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
縣
雨
に
よ
る
賑
給
の
多
く

は
水
害
と
の
関
連
性
は
見
い
だ
し
難
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
霧
雨
に
よ
る
賑
給
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
擦
雨
の
た
め
に
飢
え
た
人
々
が
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

出
た
と
す
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
霧
雨
の
結
果
、
「
京
師
飢
薩
」
、
「
京
師
飢
餓
」
と
さ
れ
た
り
、
賑
給
の
支
給
対
象
が

　
　
　
　
　
　
　
⑪
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

「
飢
民
」
、
「
飢
乏
言
偏
と
な
っ
て
い
る
例
が
よ
く
み
う
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
二
君
の
た
め
「
穀
価
騰
躍
」
、
「
穀
価
踊
貴
」
と
さ
れ
て
い
る
場
合

も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
霧
雨
の
結
果
賑
給
が
施
さ
れ
る
の
は
、
櫓
脚
が
京
内
に
食
料
不
足
を
も
た
ら
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
で
は
、
霧
爾
が
続
く
と
な
ぜ
工
臨
が
食
料
不
足
に
な
る
か
だ
が
、
こ
れ
は
霧
雨
の
た
め
京
へ
の
物
資
搬
入
が
十
分
で
な
く
な
っ
た
結
果
で
あ

ろ
う
。

　
霧
爾
が
食
料
輸
送
を
滞
ら
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　
　
　
勅
二
征
夷
将
軍
参
議
正
四
位
上
大
蔵
卿
兼
陸
奥
出
羽
按
察
使
文
屋
朝
臣
綿
麻
呂
等
一
日
、
省
二
玄
理
空
聾
二
日
奏
一
云
、
随
レ
器
量
レ
便
、
盗
難
二
四
道
ハ
士

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
卒
数
少
、
充
用
処
多
、
加
里
霧
雨
無
レ
息
、
転
餉
有
レ
滞
、
不
レ
加
齢
輔
重
ハ
恐
乏
二
兵
糧
ハ
重
三
点
二
加
陸
奥
国
軍
士
一
千
一
百
人
一
者
、
依
レ
奏
。

こ
れ
は
征
夷
事
業
の
た
め
陸
奥
國
兵
士
の
加
増
を
求
め
た
も
の
だ
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
「
霧
雨
無
レ
患
、
轄
餉
有
レ
滞
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
意
し
た
い
。
つ
ま
り
、
霧
雨
が
続
い
て
い
る
た
め
に
兵
根
輸
送
が
滞
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
陸
路
に
よ
る
食
料
輸
送

で
あ
ろ
う
が
、
霧
雨
が
輸
送
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
水
運
も
同
様
で
あ
っ
た
。
古
代
に
お
い
て
は
、
米
の
輸
送
に
は
も
っ
ぱ
ら
水
運
が
利
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
当
時
は
雨
が
降
る
と
船
の

航
行
が
停
止
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
紀
貫
之
の
『
土
佐
日
記
』
に
は
、
和
泉
沖
や
淀
川
に
至
っ
て
か
ら
も
雨
が
降
る
と
運
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

を
停
止
し
て
い
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
貫
之
の
乗
っ
た
船
に
は
「
ふ
な
や
か
た
」
や
「
ふ
な
ぞ
こ
」
が
あ
り
、
当
時
と
し
て
は
比
較
的
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京進米と都城（寺内）

　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺

大
型
の
船
で
あ
っ
た
。
一
方
、
そ
の
こ
ろ
の
輸
送
船
に
は
小
型
の
も
の
が
多
く
、
積
載
量
は
米
五
〇
－
八
○
石
程
度
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

そ
う
し
た
輸
送
船
に
と
っ
て
降
雨
は
航
行
の
大
き
な
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

　
さ
ら
に
、
平
安
京
の
東
西
に
あ
っ
た
葛
野
川
・
鴨
川
の
両
河
川
は
、
大
雨
に
な
る
と
「
東
西
両
替
、
人
馬
不
レ
通
」
と
い
う
状
況
を
著
し
、

物
資
搬
入
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
た
。
特
に
東
の
鴨
川
に
は
当
時
本
格
的
な
橋
は
架
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
懸
雨
に
よ
っ
て
水
量
が
増
す
と
渡
河
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

困
難
と
な
っ
た
場
合
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
蝶
雨
が
続
く
と
京
へ
の
食
料
搬
入
が
順
調
に
い
か
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
食
料
確
保
を
流
通
経
済
に
頼
る
人
々
の
間
で
食

料
不
足
が
生
じ
、
賑
給
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
承
和
の
変
の
際
の
賑
給
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。

　
承
和
の
変
は
、
承
和
九
年
七
月
一
五
日
の
嵯
峨
上
皇
の
死
を
契
機
と
し
て
起
こ
っ
た
李
件
で
、
伴
健
零
、
橘
逸
勢
等
の
謀
反
が
発
覚
し
た
の

は
上
皇
の
死
の
二
日
後
で
あ
っ
た
。
即
日
、
健
寄
、
逸
事
の
二
人
は
捕
ら
え
ら
れ
た
が
、
不
慮
の
事
態
に
備
え
る
た
め
、
同
日
に
「
仰
二
左
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

京
職
ハ
警
二
軍
街
巷
ハ
亦
令
レ
固
態
山
城
国
五
道
二
と
い
う
措
置
が
と
ら
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
宇
治
橋
、
大
原
道
、
大
枝
道
、
山
崎
橋
、
駅
渡

に
使
が
遣
わ
さ
れ
、
警
備
に
あ
て
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
京
の
内
外
の
警
固
が
行
わ
れ
て
か
ら
七
日
後
の
二
四
日
に
京
町
で
賑
給
が
な
さ
れ
て

　
　
　
　
　
⑫

い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
「
以
下
被
レ
閉
二
警
固
一
丁
者
衆
上
足
」
と
さ
れ
て
い
る
。
京
内
外
の
警
固
の
た
め
に
飢
者
が
出
た
と
い
う
の
で
あ

る
。　

京
の
封
鎖
の
た
め
「
端
者
衆
」
と
な
っ
た
の
は
や
は
り
食
料
輸
送
の
停
滞
が
原
因
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
警
固
の
た
め
に
京
へ
の
物
資
搬

入
が
停
止
し
、
そ
の
た
め
都
城
住
民
が
日
々
の
食
料
を
入
手
で
き
な
く
な
っ
て
こ
う
し
た
賑
給
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
霧
雨
に
よ
る
賑
給
、
承
和
の
変
の
際
の
賑
給
の
要
因
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
共
に
車
内
に
日
常
的

に
大
量
の
食
料
が
搬
入
さ
れ
て
い
た
状
況
を
示
す
も
の
と
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
前
提
条
件
と
し
て
、
農
業
生
産
か
ら
遊
離
し
て
食
料
の

確
保
を
流
通
経
済
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
都
城
住
民
が
多
く
存
在
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
承
和
の
変
の
際
の
賑
給
に
つ

い
て
い
え
ば
、
京
内
外
の
警
固
が
始
ま
っ
た
の
は
七
月
一
七
日
、
賑
給
が
な
さ
れ
た
の
は
七
月
二
四
日
だ
か
ら
、
た
っ
た
七
日
間
の
京
師
封
鎖
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で
飢
者
が
出
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
平
安
京
の
人
々
が
自
給
自
足
的
な
、
流
通
経
済
に
頼
ら
な
い
生
活
を
し
て
い
た
の
な
ら
、
た
っ
た

七
日
間
の
警
固
で
こ
う
し
た
事
態
に
な
っ
た
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
短
期
間
の
警
固
で
食
料
不
足
に
な
っ

た
の
は
、
彼
ら
が
ほ
と
ん
ど
食
料
の
備
蓄
を
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
備
蓄
を
す
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
い
つ
で
も
食
料

を
入
手
で
き
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
絶
え
ず
食
料
が
京
内
に
流
入
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
九
世
紀
に
な
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ト
を
通
じ
て
多
く
の
食
料
が
京
内
に
流
入
し
、
流
通
経
済
が
一
段
と
幅
広
く
展
開
す
る

よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
こ
と
は
、
農
業
生
産
に
従
事
し
な
い
消
費
者
と
し
て
の
都
城
住
民
が
多
く
な
り
、
食
料
に
対
す
る
需
要
が
増

大
し
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

①
　
　
『
続
覇
本
紀
』
に
は
、
平
城
遷
都
に
際
し
て
宅
地
を
班
給
し
た
畳
鰯
は
み
え
な

　
い
が
、
藤
原
京
、
恭
仁
平
、
難
波
京
の
造
営
時
に
は
宅
地
の
班
給
が
な
さ
れ
て
い

　
る
の
で
、
平
域
遷
都
の
際
に
も
実
際
に
は
宅
地
が
班
給
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ

　
れ
る
（
秋
山
國
三
「
平
安
京
に
お
け
る
宅
地
配
分
と
班
田
制
」
、
同
・
仲
村
研
『
京

　
都
「
町
」
の
研
究
』
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
五
年
）
。

②
薗
田
香
融
「
萬
葉
貴
族
の
生
活
圏
し
（
『
万
葉
』
八
、
一
九
五
三
年
）
。

③
薗
田
香
融
註
②
前
掲
論
文
。

④
『
唐
招
提
寺
史
料
』
。
な
お
、
こ
の
「
家
屋
資
財
請
返
解
案
」
の
釈
文
の
補
訂
及

　
び
解
釈
は
、
擾
木
義
期
「
「
唐
招
提
寺
文
轡
」
天
田
巻
第
一
号
文
書
「
家
屋
資
財
請

　
返
試
案
」
に
つ
い
て
」
（
『
南
都
仏
教
』
五
七
、
一
九
八
七
年
）
に
よ
っ
た
。

⑤
橋
本
義
則
前
掲
論
文
。

⑥
　
下
級
官
人
及
び
一
般
京
戸
に
つ
い
て
は
以
下
の
諸
論
稿
を
参
照
し
た
。
鬼
頭
清

　
明
『
碍
本
古
代
都
市
論
序
説
』
（
法
王
大
学
出
版
局
、
一
九
七
七
年
）
、
東
野
治
之

　
『
木
簡
が
語
る
日
本
の
古
代
』
（
岩
波
書
店
、
　
一
九
八
三
年
）
、
中
村
順
昭
、
「
平
域

　
京
」
（
『
歴
史
と
地
理
』
三
三
四
、
　
一
九
八
三
年
）
、
同
「
律
令
鰯
下
に
お
け
る
農

　
民
の
官
人
化
」
（
『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
隠
上
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
四
年
）
、

　
北
村
優
季
「
京
戸
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
九
三
一
六
、
一
九
八
翅
年
）
、
栄

　
原
永
遠
男
「
都
の
く
ら
し
」
（
『
古
代
を
考
え
る
　
奈
良
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九

　
入
五
年
）
、
同
「
平
城
京
住
民
の
生
活
誌
」
（
『
日
本
の
古
代
図
題
、
中
央
公
論
社
、

　
一
九
八
七
年
）
、
浅
野
充
「
律
令
国
家
に
お
け
る
京
戸
支
配
の
特
質
」
（
『
日
本
史

　
研
究
』
二
八
七
、
一
九
入
六
年
）
。

⑦
『
平
誠
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
四
隠
。

⑧
『
大
日
本
古
文
磐
』
六
－
一
七
～
・
四
〇
七
。

⑨
『
大
日
本
古
文
欝
』
六
－
三
〇
三
、
八
…
二
二
三
、
　
四
－
三
八
六
、
一
六
一

　
臨
一
四
。

⑩
　
『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
六
』
。

⑭
　
『
日
本
古
代
人
名
辞
典
』
に
よ
っ
て
、
こ
の
九
人
と
同
氏
姓
の
者
を
調
べ
て
み

　
る
と
、
有
位
者
一
八
人
（
五
位
以
上
五
人
、
六
位
以
下
一
三
人
）
、
無
位
者
七
人

　
（
経
師
・
位
子
三
人
を
含
む
）
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
九
人
の
多
く
は
下

　
級
宮
人
ク
ラ
ス
に
属
す
る
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑫
東
野
治
之
前
掲
書
第
二
章
。

⑬
『
大
臼
本
古
文
書
』
六
一
二
七
三
・
四
二
五
・
四
二
六
・
五
〇
九
・
五
六
七
、

　
一
九
一
二
九
七
な
ど
。
な
お
、
こ
れ
ら
月
惜
銭
解
に
つ
い
て
は
、
『
平
城
京
左
京

　
九
条
三
坊
十
坪
発
掘
調
査
報
欝
』
（
一
九
入
六
年
）
で
考
察
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
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⑭
岸
俊
男
「
入
口
の
試
算
」
（
同
『
古
代
宮
都
の
探
究
㎞
。
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
）
。

⑮
福
山
敏
男
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
興
福
寺
西
金
堂
の
造
営
」
（
問
『
目
本
建
築
史

　
の
研
究
』
、
桑
名
文
星
堂
、
一
九
四
三
年
）
。

⑯
　
村
井
康
彦
「
国
風
文
化
の
申
事
と
普
及
」
（
『
岩
波
講
座
　
日
本
歴
史
』
四
、
岩

　
波
一
嘗
、
　
一
九
七
六
年
）
、
井
上
満
郎
『
京
都
　
躍
動
す
る
古
代
』
第
五
章
第
三

　
節
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
一
年
）
。

⑰
村
井
康
彦
註
⑯
前
掲
論
文
。

⑯
　
村
山
修
一
『
日
本
都
箭
生
活
の
源
流
臨
第
四
章
（
醐
親
藩
、
一
九
五
三
年
）
、
村

　
井
康
彦
『
古
京
年
代
記
』
付
録
H
（
角
川
書
店
、
一
九
七
三
年
置
に
流
燈
記
事
一

　
覧
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

⑲
『
本
朝
文
意
』
。

⑳
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
五
年
七
月
戊
辰
条
、
承
和
六
年
閏
正
月
戊
戌
条
、
承
和

　
一
四
年
八
月
癸
丑
条
、
『
文
徳
実
録
』
天
安
元
年
八
月
諸
白
条
。

⑳
　
官
喬
町
に
つ
い
て
は
、
村
井
康
彦
は
じ
め
に
註
②
前
掲
磐
第
一
部
第
四
章
を
参

　
溢
し
た
。

⑫
　
　
『
類
聚
三
代
格
』
大
同
元
年
八
月
八
溝
官
符
墨
引
延
暦
一
九
年
一
一
月
一
一
六
日

　
官
符
。

⑳
　
『
類
聚
三
代
格
』
大
同
元
年
八
月
八
日
目
符
、
斉
衡
二
年
三
月
　
三
日
官
符
、

　
寛
平
三
年
九
月
一
一
日
官
符
。

⑳
　
鬼
頭
清
明
「
初
期
平
安
京
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
前
掲
論
文
）
。

⑳
　
「
『
類
聚
三
代
格
』
大
岡
元
年
八
月
八
日
官
符
割
引
延
暦
一
九
年
一
一
月
二
六
日

　
官
符
、
斉
衡
一
一
年
三
月
一
三
ヨ
官
符
。

⑯
　
こ
の
他
、
佐
伯
有
清
氏
は
、
冒
名
覆
蔭
な
ど
に
よ
っ
て
律
令
官
人
の
身
分
を
得

　
る
こ
と
が
畿
外
の
民
の
京
畿
へ
の
流
入
の
要
因
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
同
『
新

　
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
研
究
編
第
三
章
、
吉
川
弘
文
館
、
｛
九
六
三
年
）
。

⑳
　
『
類
聚
三
代
絡
』
元
慶
三
年
一
一
一
月
週
日
官
符
、
『
三
代
実
録
』
元
慶
四
年
三
月

　
一
六
日
条
。

⑱
『
類
聚
国
史
』
巻
一
五
九
（
日
分
田
）
延
暦
＝
年
一
〇
月
庚
戌
条
。

⑳
『
類
聚
三
代
格
』
元
慶
　
二
年
一
二
月
四
日
官
符
。

⑳
　
『
類
聚
三
代
格
臨
大
同
四
年
九
月
＝
四
日
官
符
、
天
長
六
年
穴
月
二
二
日
官
符
。

⑳
　
　
『
B
［
太
・
後
紀
』
延
贋
一
』
ハ
年
二
月
甲
申
〃
宋
。

⑫
　
こ
う
し
た
農
業
生
産
か
ら
遊
離
し
た
京
戸
の
生
計
手
段
と
し
て
は
、
雇
用
労
働

　
の
他
、
諸
司
・
諸
家
へ
の
奉
仕
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
詳
細
は
今
後
の
検

　
討
課
題
で
あ
る
。

⑳
　
京
中
の
み
を
対
象
と
す
る
賑
給
を
京
中
賑
給
、
そ
れ
以
外
の
賑
給
を
一
般
の
賑

　
給
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
賑
給
は
慶
賀
時
の
賑
給
と
飢
疫
時
の
娠
給
に

　
区
分
で
き
る
が
（
拙
稿
「
律
令
鋼
支
配
と
賑
給
」
『
日
本
史
研
究
』
二
四
一
、
　
一

　
九
八
二
年
）
、
以
下
で
賑
給
と
い
う
場
合
は
飢
疫
時
の
そ
れ
を
指
す
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
集
中
賑
給
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
し
て
は
、
高
橋
渡
「
八
四
賑
給

　
に
つ
い
て
」
（
『
史
叢
』
一
八
、
　
一
九
七
閥
年
）
、
嘉
木
謙
周
「
都
城
に
お
け
る
支

　
配
と
住
畏
」
（
『
日
本
政
治
社
会
史
研
究
』
中
巻
、
塙
書
房
、
一
九
八
四
年
）
。
同

　
「
「
京
中
賑
給
」
に
関
す
る
基
礎
的
考
察
」
（
『
當
霞
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
一
二
、

　
一
九
八
七
年
）
、
蝶
蝿
思
様
「
王
朝
國
家
期
の
賑
給
に
つ
い
て
」
（
『
王
朝
国
家
国

　
政
史
の
研
究
』
、
前
掲
書
）
な
ど
が
あ
る
。

⑭
　
『
類
聚
闘
豊
胸
巻
一
七
三
（
疾
疫
）
大
同
二
年
＝
一
月
戊
寅
条
、
同
三
年
正
月

　
己
丑
条
、
岡
三
年
正
月
乙
未
条
、
同
　
二
年
正
月
戊
申
条
、
『
日
本
後
紀
』
大
同
三

　
年
五
月
辛
野
瀬
。

⑮
　
　
『
続
臼
本
石
紀
』
黙
和
七
年
二
月
辛
未
条
、
圃
七
年
五
月
乙
未
醤
。

⑯
　
八
世
紀
に
お
い
て
は
、
慶
賀
蒔
凱
疫
時
を
問
わ
ず
、
京
中
賑
給
に
際
し
て
銭
が

　
支
給
さ
れ
た
例
は
な
い
。

⑳
　
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
七
年
五
月
乙
來
条
。

⑳
　
栄
原
永
遠
男
「
律
令
国
家
と
銭
貨
」
（
『
日
本
史
研
究
』
一
一
囲
三
、
一
九
七
二
年
）
。

⑳
　
『
文
徳
実
録
』
天
安
二
年
五
月
通
二
条
。

⑳
　
　
『
三
代
実
録
』
」
貝
加
観
一
二
年
六
月
一
七
日
条
、
仁
開
和
三
年
六
月
一
一
日
条
。
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⑳
　
『
硫
机
日
本
後
紀
』
承
和
一
四
年
五
月
壬
午
条
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
一
明
年
六
門
口
四

　
日
条
。

⑫
　
『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
五
年
八
月
丙
寅
条
、
『
続
日
本
後
瀬
』
承
湘
ド
四
年
一
〇
月

　
辛
卯
条
。

⑬
　
　
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
一
〇
月
乙
金
具
。

⑭
　
『
続
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
八
歳
一
〇
月
丁
田
条
、
『
類
聚
三
代
格
』
寛
平
六
年
七

　
月
二
六
［
口
官
耕
付
。

⑮
二
月
一
日
条
、
二
月
＝
日
影
。

⑯
　
一
二
月
二
七
黛
条
、
一
月
九
日
条
。

＠
　
『
船
臨
（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
六
八
年
）
。

⑬
　
栄
原
永
遠
男
「
海
路
と
舟
運
」
（
『
古
代
の
地
方
史
』
二
、
朝
倉
書
店
、

　
七
年
）
。

⑲
　
　
『
文
徳
実
録
隔
天
安
二
年
五
月
乙
亥
条
。

⑳
　
『
京
都
の
歴
史
』
第
…
巻
四
九
三
頁
（
一
九
七
〇
年
）
。

⑪
　
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
七
月
己
酉
条
。

㊥
　
　
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
七
月
丙
辰
条
。

一
九
七
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む

す

び

　
こ
こ
で
、
第
一
章
で
提
起
し
た
問
題
、
す
な
わ
ち
九
世
紀
以
降
な
ぜ
昇
進
米
が
増
加
す
る
の
か
’
と
い
う
問
題
に
も
ど
っ
て
み
た
い
と
思
う
が
、

前
章
で
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
も
は
や
明
白
で
あ
ろ
う
。
農
業
生
産
か
ら
離
れ
た
都
城
住
民
の
増
加
に
と
も
な
う
米
に
対
す
る
需

要
の
増
大
、
こ
れ
が
善
進
米
増
加
の
基
本
的
要
因
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
結
論
を
急
ぐ
前
に
い
く
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
お
き

た
い
と
思
う
。

　
九
世
紀
に
な
る
と
位
禄
・
季
禄
料
な
ど
に
春
米
が
充
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
通
り
だ
が
、
上
級
官
人
と
下
級
官
人
と
で

は
そ
の
使
途
に
相
違
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
支
給
さ
れ
る
米
の
量
が
少
な
い
下
級
官
人
に
お
い
て
は
、
彼
ら
が
す
で
に
農
業
生
産
か
ら

離
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ぼ
、
そ
れ
ら
の
米
は
食
料
米
と
し
て
直
接
消
費
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
上
級
官
人
の
場

合
は
、
支
給
・
収
取
さ
れ
た
米
の
中
で
食
料
米
が
占
め
る
割
合
は
そ
う
大
き
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
は
位
田
・
職
田
さ
ら
に
は
封

戸
な
ど
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
荘
園
を
営
む
も
の
も
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
農
業
生
産
か
ら
遊
離
し
て
い
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
支
給
・
収
取

さ
れ
た
米
の
総
量
は
自
己
の
消
費
量
を
こ
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
四
、
五
〇
〇
〇
石
に
の
ぼ
る

地
子
米
を
収
納
し
た
太
政
官
厨
家
や
衛
士
・
仕
丁
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。
太
政
官
官
人
の
食
料
米
と
し
て
そ
れ
だ
け
大
量
の
米
は
不
必
要
で
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あ
り
、
ま
た
衛
士
・
仕
丁
の
食
料
は
大
場
に
よ
っ
て
基
本
的
に
は
保
証
さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
う
す
る
と
こ
う
し
た
自
己
の
消
費
量
を
こ
え
る
米
は
交
換
に
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
八
世
紀
段
階
で
交
換
・
売
買
を
前
提
と
し

て
京
進
さ
れ
た
も
の
と
い
え
ぼ
銭
及
び
絹
・
布
な
ど
の
繊
維
品
が
ま
ず
想
起
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
九
世
紀
以
降
寄
進
が
困
難
と
な
り
、

あ
る
い
は
交
換
手
段
と
し
て
の
機
能
を
低
下
さ
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
銭
は
九
世
紀
以
降
も
京
内
で
は
盛
ん
に
流
通
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
地
域
で
は
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。
も

ち
ろ
ん
、
畿
内
で
は
調
銭
鰯
が
維
持
さ
れ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
上
か
ら
の
強
制
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
「
如
レ
聞
、
山
城
国
百
姓
、
売
二
言
水

　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

田
ハ
以
レ
稲
為
レ
直
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
般
公
民
層
の
間
で
は
銭
貨
の
流
通
は
衰
退
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
京
以
外
の
地
域
か
ら

銭
を
調
達
、
京
進
ず
る
の
は
次
第
に
困
難
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
絹
・
布
な
ど
の
繊
維
品
に
つ
い
て
は
、
「
今
諸
国
所
レ
貢
絹
布
等
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

惣
是
麓
悪
、
専
無
二
精
麗
ハ
或
如
レ
絹
非
レ
絹
、
粟
野
二
子
蠣
之
秋
網
ハ
或
如
レ
布
非
レ
布
、
不
レ
異
二
連
項
之
疎
文
二
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

八
世
紀
末
以
降
麓
悪
化
が
進
行
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
う
し
た
貢
納
品
の
麓
悪
化
は
、
良
質
品
は
私
的
流
通
に
ま
わ
さ
れ
、
麓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

悪
晶
が
貢
納
品
と
し
て
京
進
さ
れ
た
結
果
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
繊
維
品
が
交
換
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
た
め
に
は
、
規
格
・
品
質
の
統
一

が
不
可
欠
の
条
件
と
な
る
か
ら
、
麓
悪
化
に
よ
り
繊
維
品
は
そ
の
交
換
手
段
と
し
て
の
有
効
性
を
低
下
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
、
交
換
手
段
と
し
て
の
米
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
史
料
が
あ
る
。

　
　
太
政
官
符

　
　
　
大
宰
府
貢
“
一
上
調
綿
一
十
万
屯
一
事

　
　
右
被
二
大
納
言
正
三
位
藤
原
朝
臣
掛
子
宣
一
祢
、
奉
レ
　
勅
、
件
連
年
常
所
レ
貢
廿
万
世
、
今
回
三
共
数
一
定
二
十
万
東
回
宜
下
塵
二
差
主
典
已
上
夕
照
者
一
期
月
貢

　
　
上
無
記
レ
得
下
覆
土
二
品
官
一
引
致
二
稽
留
雌
蕊
綿
代
輸
米
交
二
関
無
下
「
亦
除
二
水
上
根
一
之
外
業
載
二
私
物
一
高
中
失
官
物
b
若
有
レ
違
二
藍
制
一
階
、
依
レ
法
科
レ
罪
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
　
　
　
延
暦
二
年
三
月
廿
二
日

　
こ
の
官
符
で
は
、
誌
代
を
輸
貢
し
、
そ
れ
を
京
で
綿
に
換
え
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
綿
代
と
し
て
京
送
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さ
れ
て
い
た
の
が
米
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
宰
府
に
対
し
て
は
弘
仁
七
年
に
絹
三
〇
〇
〇
匹
の
貢
納
が
命
じ
ら
れ
て
お

り
、
綿
代
と
し
て
他
の
軽
重
を
輸
す
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
貨
で
あ
る
米
が
こ
と
さ
ら

に
輸
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
交
響
帯
下
」
に
際
し
て
、
す
な
わ
ち
、
園
内
に
お
け
る
交
換
手
段
と
し
て
米
が
有
利
で
あ
っ
た
様
子
を
表
し
て
い

よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
米
は
食
料
と
し
て
直
接
消
費
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
交
換
手
段
と
し
て
他
の
も
の
に
較
べ
て
よ
り
有
利
な
条
件
を
有
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
上
級
宮
人
や
官
司
な
ど
が
自
己
の
消
費
量
を
こ
え
る
量
の
米
を
確
保
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
米
が
交
換
手
段
と
し
て
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
京
に
お
い
て
米
を
消
費
す
る
多
数
の
都
城
住
民
が
存
在
し
な
い
と
い
け
な
い

の
だ
が
、
九
世
紀
以
降
そ
う
し
た
米
消
費
人
口
が
増
加
し
た
こ
と
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

　
律
令
国
家
成
立
当
初
、
都
城
に
は
官
人
や
京
戸
が
多
数
集
住
し
た
と
は
い
え
、
そ
の
多
く
は
農
村
と
な
ん
ら
か
の
つ
な
が
り
を
残
す
存
在
で

あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
東
進
さ
れ
る
米
の
量
は
わ
ず
か
で
あ
り
、
官
人
に
対
し
て
は
彼
個
人
の
食
料
米
が
支
給
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
中

央
貢
進
物
が
軽
貨
中
心
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
の
も
、
律
令
国
家
の
強
制
に
よ
る
品
質
・
規
格
の
統
一
、
流
通
の
促
進
の
他
、
こ
う
し
た
こ
と

が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
八
世
紀
後
半
以
降
、
と
り
わ
け
九
世
紀
に
な
る
と
京
進
さ
れ
る
米
の
量
が
増
加
す

る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
農
業
生
産
か
ち
遊
離
し
て
食
料
を
自
給
で
き
な
い
都
城
住
民
の
数
が
多
く
な
り
、
ま
た
軽
貨
の
交
換
手
段
と
し
て

の
機
能
の
低
下
と
京
に
お
け
る
需
要
の
増
大
に
支
え
ら
れ
、
米
が
交
換
手
段
と
し
て
次
第
に
有
利
に
な
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
米
穀
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

確
保
や
米
価
の
調
整
に
腐
心
し
て
い
た
政
府
に
と
っ
て
、
京
進
米
の
増
加
は
決
し
て
不
都
合
な
事
態
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
国
家
財
政
に
占
め
る
正
税
以
下
の
重
書
の
割
合
が
拡
大
し
て
も
、
そ
こ
に
は
貝
蛸
の
補
完
物
と
し
て
の
消
極
的
な
意
義
し
か

見
い
だ
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
評
価
が
一
面
的
で
あ
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
正
税
が
調
馬
の
代

替
物
と
し
て
の
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
確
か
と
し
て
も
、
そ
の
一
方
で
、
古
代
都
城
か
ら
中
世
都
市
へ
の
移
行
を
背
景
と
し
て
、
正
税
以
下

の
重
岡
が
国
家
財
政
に
お
い
て
次
第
に
大
き
な
意
味
を
も
つ
に
至
っ
た
必
然
性
も
ま
た
見
逃
せ
な
い
千
路
な
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
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る
。

①
　
　
『
類
聚
国
史
』
巻
八
○
（
佑
価
）
延
暦
二
一
年
正
月
壬
影
響
。

②
　
栄
原
永
遠
男
第
二
章
註
⑱
前
掲
論
文
。

③
　
　
『
三
代
実
録
』
貞
観
六
年
八
月
九
日
条
。

④
　
門
脇
禎
二
「
調
光
収
取
形
態
の
変
化
と
そ
の
背
景
」
（
『
律
令
國
家
の
藍
礎
構

　
造
』
、
吉
川
弘
文
館
、
｝
九
六
〇
年
）
。

⑤
　
『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
二
年
三
月
二
一
一
日
官
符
。

⑥
　
『
類
聚
三
代
格
』
弘
仁
一
三
年
三
月
二
八
臼
官
符
、
『
続
日
本
後
絶
』
嘉
祥
二
年

四
月
戊
子
条
、
『
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
二
月
一
六
日
条
。

（
付
記
）
本
稿
は
一
九
八
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
奨
励
研
究
（
A
）
「
平
安
時

代
に
お
け
る
圏
家
支
配
機
構
の
財
政
史
的
研
究
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
愛
媛
山
人
学
助
教
授
　
　
松
山

京回米と都域（寺内）
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Der　Deutsche　Orden　und　die　PreuBen

von

SAsAKI　Hiromitsu

　　Nach　der　Ublichen　Auffassung　der　japanischen　Forschung　herrschte

der　Deutsche　Orden　im　Mittelalter　Uber　die　PreuBen　mit　starker　Hand．

Die　meisten　Forschungen　in　der　BRD　vertreten　die　gleiche　Ansicht．

　　Jttngere　Spezialforschungen　sind　jedoch　nicht　immer　dieser　Meinung．

Trotzdem　bleibt　der　allgemeine　Rahmen　wie　bisher　unverandert．　lch

m6chte　daher，　beruhend　auf　diesen　Forschungsergebnissen　und　meinen

eigen　Untersuchungen，　die　herrschende　Auffassung　Uberprttfen　und

versuchen　einige　Verbesserungen　an　der　herrschenden　Auffassung　anzu－

bringen．

　　　　　　　　　　　　　幼os伽辮αづand　7わブ。．．

Rice－tax　and　the　Development　of　the　Ancient　Capital　of　Kyoto

TERAucHI　Hiroshi

　　During　the　g　th　and　10　th　centuries，　the　chの，o　tax　system　declined　and

the　shozei，　the　prinie　local　tax，　which　had　been　amassed　previously，　caine

to　be　utilized．　Accordingly，　the　rice　represented　by　the　shoaei　began　to

play　an　important　part　in　the　area・　of　national　finance．　Heretofore　the

shoxei　has　oniy　been　considered　as　a　supplemen．t　of　the　chの，o。　However，

1　believe　that　the　importance　of　the　shozei　must　be　justly　recognizdd．

From　this　point　of　view，　the　shozei　was　the　characteristic　element　of　the

evolution　of　the　ritsuryo　finaricial　system　during・　the　9　th　and　10　th　cen－

turies　and　a　significant　stage一　leading　to　the　formation　of　the　medieval

financial　systeM．　ln　this　article，　1　tried　to　reconsider　the・feyoshinmai　in

relation　to　the　development　of　to7’o　（ca’stle　toWn）　from　this　perspective．

　　During　the　8　th　century，　the　rice　collected　as　tax　by　the　governing

body　in　Kyoto　（layoshinmai）　was　required　only　as　foodstuff　for　the　gove－

rnment　othcials　（leanjin）　and　public　laborers　（efeitei）．　Accordingly　this

was　not　a　great　arnount　of　rice．　However，　during　the　9　th　and　10　th
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centuries，　the　increase　of　the　feyoshinmai　is’　illustrated　by　the　increase

in　the　7’ishimai，　the　allocation　of　the　shomai　to　the　salaries　of　the　othc－

ials，　and　similar　occurances．　This　reflected　the　rising　demand　for　rice

as　an　advantageous　means　of　exchange．　Also　during　the　g　th　century，

fewer　and　fewer　inhabitants　of　the　to］’o　engaged　in　agricultural　activities．

As　a　consequence，　the　population　of　consumers　increased．　Thus，　it　is

against　tkis　background　of　a　shift　from　the　ancient　tojo　to　a　medieval

city，　that　the　increase　in　feptoshinmai　and　the　relatively　increasing　impo－

rtance　of　rice　in　the　area　of　national　finance，　ought　to　be　understood．

The　Roads　and　Five　Capitals五和of　Bohai渤海

KAwAKAMI　Yo

　　It　is　confirmed　by　examining　the　geographical　section　in　the　Liaoshi

（遼史地理志）that　Zhongjing　Xiandefu中京丁丁府was　located　in　the　site

of　Xigucheng西古城of　Helong和龍Prefecture　of　Jiling　Province，　the

Place　named　Xianzhou顕V・bl　at　the　time，　and　Xijing　Yalufu西京鴨濠府

in　Linjiang野江Prefecture　of　the　same　Province．

　　One　of　the　functions　of　five　capitals　was　to　serve　as　bases　in　foreign

areas。　Bohai　regarded　its　relations　with　the　Tang唐dynasty　as　most

important，　and　there　were　two　routes　between　Bohai　and　the　Tang

dynasty．　But　the　western　route　of　the　two　was　often　obscured　by　the

Qidan契丹and　Xi契nations，　so　the　eastern　route，　by　way　of　the　Yalu

River（鴨緑江），　became　more　important．　This　is　why　the　name　Xijing，

western　capital，　was　added　to　Yalufu．　Along　the　Yalu　River，　Xijing　was

located　not．　in　Ji－an同勢，　the　political　center　before　that　time，　but　in

Linjiang　owing　to　the　fact　that　it　was　the　junction　of　a　land　route　and

a　water　route　and　regarded　as　an　important　base　along　the　trading　route

with　the　Tang　dynasty．　lt　can　also　be　said　that　Dongjing　Longyuanfu

東京龍門府functioned　as　a　base　along　the　trading　route．　Thus，　as　to　the

functions　of　the　five　capitals，　we　must　consider　not　only　their　political

but　also　their　economical　functions，
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